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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度） 筑紫野市

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標１

基本施策1

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①ホ－ムペ－ジや広報等を
活用した啓発の充実

「広報ちくしの人権問題特集号」（12月）により、「人権尊重のま
ちづくり」を推進し、市民の人権意識を高める取り組みを行ってい
る。

１回 １回 100% 継続する 教育政策課 ○

②精神障がいに関する理解
の推進

○精神障がいに関する講座・講演会への参加、周知
○精神障がい者地域支援関係会議への参加

講座・講演会の案内があれば、積極的に参加し、市民への周知も
行っている。

－

精神障が
い者地域
支援関係
会議参加
回数
4回

－

福岡県や団体等が主催する精神障がいに関する講座・講演
会への参加・周知を行い、職員及び市民の理解の推進を図
る。
会議については、引き続き参加を継続する。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

③「身体障害者補助犬法」
に伴う盲導犬、介助犬等に
関する啓発の推進

○「ほじょ犬」マ－クに関するリ－フレットの配布
○「身体障害者補助犬法」に関する周知活動

－ － －
引き続き庁内での配布や窓口でのリ－フレット掲示、広報
誌への啓発文掲載等により、庁内及び市民の「身体障がい
者補助犬」への認知度向上を図る。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

啓発冊子「人権作文集くさび」（３月）を発行し、「人権尊重のま
ちづくり」を推進し、市民の人権意識を高める取り組みを行ってい
る。

1回 1回 100% 継続する 教育政策課 ○

広報誌への掲載
（障害者差別解消法や障害者週間（12月）等について広報誌に記事
を掲載し、障がいのある人の人権に関わる啓発を行う。）

1回 1回 100% 広報誌による啓発を実施し、継続する
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

日常生活の場や教育、雇用の場など、様々な場において、障がいを理由とする差別の禁止に向けた講演会、広報等の啓発活動を行うとともに、差別を受けた場合等の相談支援体制の充実を
図ります。
行政機関等においては、障害者差別解消法第７条に基づく禁止事項や義務化された事項に基づき、合理的配慮を求められた場合や差別を受けた場合に適切な対応ができるよう市職員に向け
た研修等を実施し、対応します。
また、すべての障がいのある人が安心して暮らせるよう権利擁護の推進に努めます。

障がいを理由とした差別の解消の推進

相互に理解し、共に生き、支えあう地域福祉を推進する～啓発・地域福祉活動～

④障がいのある人の人権に
かかわる啓発の推進
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度） 筑紫野市

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標１ 相互に理解し、共に生き、支えあう地域福祉を推進する～啓発・地域福祉活動～

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

人権意識の高揚に向けて、人権擁護委員と連携しながら、市内の小
学校（３年生）を対象にした「人権の花運動」を実施する。
令和5年度は、吉木小学校で実施。

対象数
1校

実施数
1校

100% 今後も継続していく。
人権政策・男女共
同参画課

○

職員研修の実施
令和５年度は全職員向けに秋・冬の2回実施。

２回 2回 100%
引き続き、職員研修において障がいのある人の人権につい
て啓発を行い、意識の高揚につなげる。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

公立四保育所の全園児及び保護者への啓発
「同和」保育推進計画のテーマの中で、「みんなちがってみんない
い」という視点に立ち、互いの違いを認め合い、一緒に生きていく
ことの大切さを子どもたち及び保護者に啓発し取り組みをすすめて
いく。

12回
(毎月１回)

12回
(毎月１回)

100% 今後も継続していく。 保育児童課 ○

筑紫人権擁護委員協議会障がい者の人権問題部会において、人権擁
護委員の相談に生かすため、視察研修や学習会、人権教室のマニュ
アル作りなどを通じて、障がい者に対する知識や認識を深めた。

20回 22回 110% 今後も継続していく。
人権政策・男女共
同参画課

○

障がいのある人に対する差別についての相談受付、障害者差別解消
支援地域協議会及び筑紫地区地域自立支援協議会（権利擁護部会）
において事例検討や情報共有を行う。
令和５年度は権利擁護部会を6回開催実施。

会議6回 会議6回 100%
引き続き、権利擁護部会を開催し、事例検討や情報共有を
行っていく。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑦合理的配慮の促進（新
規）

各課の回答は【全課1-1-7】シ－トを確認ください。
※進捗状況表　43～46ページ参照

全課

⑤人権尊重の意識の高揚

⑥障がいのある人に対する
差別等の禁止（新規）
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度） 筑紫野市

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標１ 相互に理解し、共に生き、支えあう地域福祉を推進する～啓発・地域福祉活動～

基本施策2

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①障がいのある人の自立と
社会参加等を支援する各種
行事やスポ－ツなどのイベ
ント開催の周知

療育キャンプ、障がい者スポ－ツ大会等の周知・参加受付を行っ
た。
令和５年度は、スポーツ大会が実施され、ボウリング、ソフトボー
ル投げ、フライングディスク、卓球等の協議に市民が参加し、市職
員も随行した。

－

スポーツ
教室参加
者延べ人
数219人

－ 今後も担当窓口での周知を図っていく。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

②ゆっくりフェスタの充実
新型コロナウイルス感染症の影響により中止。
令和元年度
実行委員会を開催した際には各障がい者福祉団体等の代表者と活発
な意見交換を行っている。
障がいのある人に積極的にフェスタに参加してもらうことにより、
地域との交流につなげている。（平成１６年度から「カミ－リヤ
フェスタ」と同時開催している。）
成果指標:イベントに参加した障がい者数

100人 0人 0%

周知方法の工夫及び内容の充実を図っていくことで来場者
を増やし、さらなる地域との交流を目指していく。
また、今後は市民だけでなく、障がい者及びその家族にも
多く来場してもらえるように、周知方法やイベント企画内
容などの見直しを検討する必要がある。

生活福祉課
（地域福祉担当）

△

③講座や各種行事、スポ－
ツ大会等に参加交流できる
場づくり

各課の回答は【全課1-2-3】シ－トを確認ください。
※進捗状況表　47～48ページ参照

全課

④特別支援学校と小学校、
中学校との居住地校交流等
の推進

特別支援学校に在籍している生徒の居住地校の生徒との交流を促進
している。
（市内公立小学校11校、中学校５校）

16校 16校 100% 今後とも、交流について促進していく。 学校教育課 ○

⑤学校教育における体験交
流を含めた福祉教育の推進

障がいに対する理解やコミュニケ－ションの方法などについて理解
させるため、障がいのある児童生徒との交流を促進している。
（市内公立小学校11校、中学校5校）

16校 16校 100% 今後とも、交流について促進していく。 学校教育課 ○

⑥社会福祉協議会や障がい
者団体等が行う交流事業の
支援

新型コロナウイルス感染症の影響により中止。
令和元年度
市、障がい者団体、福祉施設等の代表者で組織される実行委員会
（筑紫野市カミ－リヤフェスティバル実行委員会）で、フェスティ
バルの内容（バザ－、ステ－ジ発表等）を検討し、実施する。
成果指標：イベント来場者数

2,500人 0人 0%

カミ－リヤフェスティバルは市のイベントとして定着して
おり、一定の来場者数が見込めることから、フェスティバ
ルの開催に障がい者が積極的に関わることによって、障が
い者にとっての社会参加の場、市民への障がい者に対する
理解を深めることができる場となっている。
今後は市民だけでなく、障がい者及びその家族にも多く来
場してもらえるように、周知方法やイベント企画内容など
の見直しを検討する必要がある。

生活福祉課
（地域福祉担当）

△

交流活動の推進

市や地域において開催される講座や各種行事、スポ－ツ大会等において障がいのある人もない人も気軽に参加できるよう、情報提供等必要な施策を推進します。
また、障がい者施設や障がい者福祉団体などが行う交流事業や学校教育における体験交流、地域と関係団体や障がいのある人の交流など交流機会の拡充に努めます。
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度） 筑紫野市

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標１ 相互に理解し、共に生き、支えあう地域福祉を推進する～啓発・地域福祉活動～

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

⑦福祉施設等と地域住民と
の相互理解を深める利用者
との交流機会の促進

新型コロナウイルス感染症の影響により中止。
令和元年度
市、障がい者団体、福祉施設等の代表者で組織される実行委員会
（筑紫野市カミ－リヤフェスティバル実行委員会）で、フェスティ
バルの内容（バザ－、ステ－ジ発表等）を検討し、実施する。
成果指標：イベント来場者数

2,500人 0人 0%

カミ－リヤフェスティバルは市のイベントとして定着して
おり、一定の来場者数が見込めることから、フェスティバ
ルの開催に障がい者が積極的に関わることによって、障が
い者にとっての社会参加の場、市民への障がい者に対する
理解を深めることができる場となっている。
今後は市民だけでなく、障がい者及びその家族にも多く来
場してもらえるように、周知方法やイベント企画内容など
の見直しを検討する必要がある。

生活福祉課
（地域福祉担当）

△

⑧公立保育所の保育交流に
おける障がい児と保育園児
との交流や、保護者との交
流の機会づくり及び推進

・保育所地域事業活動（保育交流）
　コロナの影響により休止していた保育交流を、令和4年10月より
園庭解放として実施（各園：毎週水曜日）。
　保育所等を利用していない親子等に保育所を開放し、保育所体験
や保育所入所中の子ども達との交流を通して育児への不安感や孤立
感を軽減し、安心して過ごせる場を提供した。また、相談・助言を
受けやすい環境づくりに努めた。（公立保育所：4か所）

4か所 4か所 100%
障がいの有無に関わらず保育交流に参加するところで、共
に過ごす楽しさを感じてもらったり、子育ての悩み相談の
機会を提供。

保育児童課 ○
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度） 筑紫野市

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標１ 相互に理解し、共に生き、支えあう地域福祉を推進する～啓発・地域福祉活動～

基本施策3

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①体験学習や福祉教育活動
を通した福祉ボランティア
等の育成

福祉ボランティア団体等に対して筑紫野市社会福祉協議会が赤い羽
根共同募金の配分金を配分することで活動を支援している。
市職員は、職場で募金に協力している。

－ － －
今後も筑紫野市社会福祉協議会と連携し、職場での募金呼
びかけ等にて、支援を行っていく。

生活福祉課
（地域福祉担当）

○

②学校教育における体験学
習や交流を通した普及啓発
等による「心のバリアフリ
－」の推進

教師や児童生徒が障がいのある児童生徒の特性を理解するために、
障害者差別解消法の啓発をはじめとした障がいへの理解や共生のた
めの教育を行っている。

16校 16校 100%
今後とも各学校において、障がいへの理解を求める啓発教
育を進めていく。

学校教育課 ○

③手話講習や点字教室など
の支援 手話奉仕員養成講座の実施（入門編・基礎編）

入門編
20回
基礎編
25回

入門編
20回
基礎編
25回

100% 引き続き、手話奉仕員養成講座の実施を行う。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

④「ちくしの福祉村」公開
講座や各種講座等の支援

新型コロナウイルス感染症が5類となったことにより「ちくしの福祉
村」公開講座を開催した。なお、周知の関係から事前に参加者を把
握し参加者数を50人以下とした講座（学習会）を3回、公開講座を
3回開催した。

６回 6回 100%
公開講座または学習会の開催の支援を行っていく。
成果指標：公開講座（学習会）開催数

生活福祉課
（地域福祉担当）

○

⑤人権問題等を学習する機
会の推進

社会科学習カリキュラムに則った人権学習の授業で市職員がゲスト
ティ－チャ－として学校に出向き、市の人権施策等について授業を
行っている。
令和５年度については、３校（筑紫小、山家小、筑山中）で授業を
行った。

－ － － 今後も継続する 教育政策課 ○

福祉教育の充実

子どもの頃からの福祉教育を一層推進するとともに、各種団体等と連携・協力し、障がいへの理解を目的とした、子どもから大人まで多くの市民を対象にした福祉教育の充実を図ります。
体験交流の促進やハンディキャップ体験、手話講座等学びの機会を提供することで、子どもから大人まで、すべての市民が、障がいに対する理解を深められる取り組みを推進します。
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度） 筑紫野市

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標１ 相互に理解し、共に生き、支えあう地域福祉を推進する～啓発・地域福祉活動～

基本施策4

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

・災害時要援護者制度の啓発
・見守り体制の維持・構築を目的とした必要な情報の提供
・地域住民や関係機関・団体等との連携強化

見守り協
力業者数

11社

見守り協
力業者数

11社
100%

見守り協力事業者との協定締結の増に努める他、締結企業
に関する体制や通報件数等の現状把握を行い、連携がより
強いものとなるよう努めていく。
行政区や民生委員児童委員協議会との情報交換について
は、継続するとともに定期的に行われる地域等を増やして
いく。
※活動によって回数や頻度が違うので、回数や人数は記載
していない。

高齢者支援課 ○

普段から見守り活動を行っている民生委員・児童委員に対して必要
な情報を随時提供したり、希望があれば職員を派遣して研修を行っ
たりすることにより、資質の向上に寄与している。
成果指標：定例会開催数

12回 12回 100%
今後も筑紫野市社会福祉協議会と連携し、継続して支援し
ていく。

生活福祉課
（地域福祉担当）

○

敬老の日の事業において、高齢者宅を訪問者等に対し「さり気ない
見守りリーフレット」を配布し活用を依頼した。
二日市東、山口及び筑紫南コミュニティ運営協議会との連携によ
り、緊急時や災害時などに備えるため、情報を記載した容器（キッ
ト）の作成・配布を行った。
筑紫南及び御笠コミュニティ運営協議会、生活支援コーディネー
ター、地域包括支援センターの連携により地域活動情報や相談窓口
等を掲載した情報誌（紙）を作成・配付

リーフ
レット配
布枚数

4,100枚

リーフ
レット配
布枚数

4,237枚

103%
各地域コミュニティの実情や特色、主体性を大切にしなが
ら、より効果的な訓練のやり方や地域での支え合い体制を
一緒に検討し助言していく。

高齢者支援課 ○

各コミュニティ運営協議会に設置された福祉に関わる事業を行う部
会との連携

部会数
７

部会数
７

100%
方向性：各コミュニティの福祉関係部会と担当レベルでの
調整を行い、市との連携が可能な事業を検討していく。

コミュニティ推進
課

○

地域から希望があった場合には、出前講座に行き、共助の意識を啓
発している。
成果指標：出前講座実施数

3回 ３回 100%
今後も継続して出前講座を行う。また、出前講座があると
いうこと自体の周知を徹底していく。

生活福祉課
（地域福祉担当）

○

各コミュニティ運営協議会福祉関係部会に所属している福祉団体へ
の支援

福祉団体
数

１９

福祉団体
数

１９
100%

各コミュニティ運営協議会での活動を通して地域との協働
の体制を整えていく。

コミュニティ推進
課

○

市内において、障がい者支援の福祉活動を行うものに対して、活動
の場の確保を目的として賃貸借契約による借家は５万円を限度とし
て家賃の半額を、敷金については１０万円を限度として半額の助成
を行う。
成果指標：家賃補助団体数

４団体 2団体 50%
平成２５年４月施行の障害者総合支援法により、障がい者
の社会参加の促進が以前にも増して求められている。本補
助制度の周知を行っていく。

生活福祉課
（地域福祉担当）

△

④障がい者団体等の活動の
充実や支援

障がい者団体等との連携や、活動の支援を行う － － － 引き続き、障がい者団体等との連携や、活動の支援を行う
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

重層的な支援体制の構築

身近な相談相手である地域や障がい者団体等の関係機関の活動を支援することで、相談がしやすい環境の整備を図ります。
ボランティア団体の活動支援やボランティアの育成等により活動の活性化を図るとともに、障がい者施設や地域におけるボランティア活動の機会の拡充を図ります。

①地域における見守り活動
機能の強化

③市民活動団体等への支援

②地域住民をはじめ関係機
関や地域の団体が連携し、
共助に基づいた地域福祉活
動の促進
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度） 筑紫野市

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標１ 相互に理解し、共に生き、支えあう地域福祉を推進する～啓発・地域福祉活動～

基本施策5

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①学習の機会として図書
館、コミュニティセンタ－
や福祉関連団体等が行う障
がいに関する講座等におけ
る福祉教育の推進

新型コロナウイルス感染症が5類となったことにより「ちくしの福祉
村」公開講座を開催した。なお、周知の関係から事前に参加者を把
握し参加者数を50人以下とした講座（学習会）を3回、公開講座を
3回開催した。
成果指標：障がいに関する講座数

1回 2回 200% 今後も、開催の形を検討しながら、支援を行っていく。
生活福祉課
（地域福祉担当）

○

ボランティアバンク事業の実施
ボランティア団体のコ－ディネ－ト・派遣・紹介を委託業務にて行
うことにより、ボランティアによるまちづくりを目指している。

－

ボラン
ティアバ

ンク
18団体
212人

－
生涯学習ボランティアの種別に福祉分野の支援も含まれて
いるが、施設職員を対象としたボランティア講習会を実施
するなど、指導者としての資質の向上への取り組みを検討
したい。

生涯学習課 ○

福祉ボランティア団体が活動する場として、二日市コミュニティセ
ンタ－にあるボランティア室の使用を許可している。
また障がい者を支援している福祉ボランティア団体が活動している
一般の賃貸物件の家賃補助（月額５万円が限度）を行っている。

ボラ室
２団体

家賃
４団体

ボラ室
２団体

家賃
2団体

67%
特別な事情がない限りは、今後も使用を許可していく。
成果指標：ボランティア室使用団体数
　　　　　家賃補助団体数

生活福祉課
（地域福祉担当）

△

地域包括支援センタ－職員がサロン等、地域の集いの場に出向き、
健康づくりについての講話や地域の情報収集を行った。
併せて、市は音楽療法の講師派遣事業を行い、介護予防の面からサ
ロンの支援を行った。

前年実績
44件

（包括で
行う活動
支援の総
件数）

59件
（包括で
行う活動
支援の総
件数）

134%

介護予防の推進に関わる関係団体等で、会議等を通じて、
方針や各団体の取り組みを共有しながら、連携に努め、事
業を継続していく。 高齢者支援課 ○

筑紫野市社会福祉協議会が実施している「ふれあいいきいき
サロン事業」に対して、補助金を交付することで支援してい
る。

－ － － 事業内容を精査し、今後も継続して支援していく。
生活福祉課
（地域福祉担当）

○

④小地域福祉活動の推進及
び支援

高齢者や障がい者などの自力で避難することが難しい方を地
域で見守り、地域で支えるための災害時等要援護者支援制度
に関する出前講座を行っている。
成果指標：出前講座実施数

3回 3回 100%
今後も継続して出前講座を行う。また、出前講座が
あるということ自体の周知を徹底していく。

生活福祉課
（地域福祉担当）

○

③「ふれあいいきいきサロ
ン」活動への支援

小地域福祉活動の推進

地域で暮らす全ての人が、住みなれた地域で安心して暮らし続けるための住みよい環境づくり等の地域の生活課題や福祉課題を共有し解決できる仕組みづくりをめざします。共生社会の実
現に向けて、地域住民や社会福祉協議会、事業所等と連携し、身近な地域で支え合う生活支援ネットワ－クの構築を支援します。

②福祉ボランティア団体の
育成、研修等の充実及びボ
ランティア活動団体の支援
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標２ 自立生活を支援する福祉サ－ビスの推進～福祉サ－ビスの充実～

基本施策1

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①「すこやかライフガイド
ブック」の充実及び障がい
者福祉制度の周知 「すこやかライフガイドブック」の作成及び、生活福祉課及び関係

課への配布による障がい者福祉制度の周知

前年実績
発行部数
650部

発行部数
530部

81%

引き続き、事業を継続する
「すこやかライフガイドブック」をホームページにも掲載
しており、問い合わせ時にホームページを案内することも
あり、部数は減っても、情報を得ることができていると考
えられる。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

②障がいの特性に応じた情
報提供手段の充実

手話通訳の派遣や、筆記ボ－ドの活用、わかりやすい文書の作成
前年実績
通訳派遣
384件

通訳派遣
302件

78%
引き続き、事業を継続する
R5年度の手話通訳派遣件数が減少した理由は、手話通訳
利用者の通院状況が変化して利用回数が減ったため

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

筑紫野市

情報提供手段の整備・相談支援体制の充実

障がいのある人やその家族が必要とする支援を受けることができるように、障がいの特性に応じた情報提供の充実に加え、相談窓口の周知を図るとともに、各相談窓口及び関係機関の連携
の強化を図り、住宅や介護、サ－ビス利用、就労、権利擁護など、様－な分野にかかる相談を総合的に支援していくための体制づくりを進めます。
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標２ 自立生活を支援する福祉サ－ビスの推進～福祉サ－ビスの充実～

筑紫野市

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

就学前児童の保護者との就学相談の情報を広報し、相談を実施して
いる

前年実績
270件

260件 85%
今後も福祉関係機関や、学校、幼稚園、保育所などと連携
し、相談者の掘り下げや、個々の相談に対応していく

学校教育課 ○

健康相談の窓口として健康の維持増進に関する個別の支援を行う

前年実績
電話113

件
来庁５件

電話76
件

来庁20
件

81% 引き続き事業を継続する 健康推進課 ○

高齢者無料法律相談（月2回）
前年実績

39件
43件 110% 関係課と連携を図りながら事業推進に努めていきたい。 高齢者支援課 ○

家庭児童相談業務
「子ども家庭総合支援拠点」として相談員５名体制で家庭内におけ
る相談、関係機関との連携、保護者や子どもへのアプローチ等を
行っている。

7,８６0件
（R４実績

*1.1）
9,954件 126%

令和６年度から「こども家庭センター」を設置。児童福祉
分野と母子保健分野の更なる連携強化等を図っていく。

子育て支援課 ○

こども療育相談室の相談業務
臨床心理士、言語聴覚士などの専門資格を持つ相談員が子どもの発
達相談に応じている。
令和５年度の相談件数：1,318件（延べ）

前年実績
相談件数

延べ
1,729件

相談件数
延べ

1,318件
76%

相談ニーズは依然として多く、新規予約者の待機期間が長
くなっている。早期に対応を行うために相談員の増加が必
要であるが、募集をしても欠員が継続している状態であ
り、相談員の確保が急務である。

子育て支援課 ○

窓口や電話での障がいに関する相談受付の実施。
必要であれば、病院や福祉サ－ビス事業所、他課と連携した対応を
行う。
聴覚障がい者相談員２名を設置し、月に２回相談日を設け、聴覚障
がいの方からの相談に応じている。

前年実績
相談件数
3,065件

（ケ－ス記
録分のみ)

相談件数
3,757件

（ケ－ス記
録分のみ)

122% 引き続き、事業を継続する
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

ホ－ムペ－ジ等で、相談窓口の周知 － － － 引き続き、事業を継続する 商工観光課 ○

市広報及びHPでの周知を行っている。また、希望される方には臨時
受付を行っている。
①無料法律相談
②行政相談（月１回実施）

前年実績
①年間
30８名
②年間6

件

①年間
300名
②年間4

件

96% 引き続き、事業を継続する 総務課 ○

③市が実施している行政相
談業務の充実
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標２ 自立生活を支援する福祉サ－ビスの推進～福祉サ－ビスの充実～

筑紫野市

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

学校だけでなく、幼稚園、保育所、子ども療育相談室などと連携
し、市の支援制度だけでなく県の相談事業等、必要な情報の提供を
進めている。

－ － －

障がいのある児童生徒への対応については、制度の変遷に
伴い年々細やかな対応が求められており、今後とも必要な
情報について、各関連機関と連携しながら提供を行ってい
く。

学校教育課 ○

○健康相談
○窓口に「耳マ－ク表示板」を設置している
○資料作成の際には、絵や写真を使用し分かりやすくしている

前年実績
電話113

件
来庁５件

電話76
件

来庁20
件

81% 引き続き事業を継続する 健康推進課 ○

ユニバ－サルデザインフォントを採用したパンフレット類（介護保
険制度ガイドブック、認知症ガイドブック）の発行

－ － －
継続して実施する。今後はその他の通知内容に範囲を広げ
たり、障がい者の特性に応じた提供方法を行ったりするこ
とについて検討する。

高齢者支援課 ○

障がいの有無に関わらず、家庭内における相談に対応しており、必
要に応じて他機関につなぐ等の対応をしている。

・家庭児童相談業務
「子ども家庭総合支援拠点」として相談員５名体制で家庭内におけ
る相談、関係機関との連携、保護者や子どもへのアプローチ等を
行っている。

・筑紫野市子ども条例
平成２３年4月に「筑紫野市子ども条例」を施行。子どもの権利とし
て、「生きる権利」「育つ権利」「参加する権利」「守られる権
利」を明記し、同条例第１７条には、「子どもの権利救済委員」
（２名、非常勤）の設置を規定している。子どもの権利を守るため
の「子どもの権利救済委員」を設置している。

・子どもの権利救済　R５年度新規相談件数0件

－ － － 引き続き、制度の周知を図るための啓発に努める。 子育て支援課 ○

④障がいのある人等からの
相談支援、情報提供や助言
等を行い、障がいのある人
の権利擁護のための必要な
援助等を実施
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標２ 自立生活を支援する福祉サ－ビスの推進～福祉サ－ビスの充実～

筑紫野市

具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

こども療育相談室の相談業務
臨床心理士、言語聴覚士などの専門資格を持つ相談員が子どもの発
達相談に応じている。
令和５年度の相談件数：1,318件（延べ）

前年実績
相談件数

延べ
1,729件

相談件数
延べ

1,318件
76%

相談ニーズは依然として多く、新規予約者の待機期間が長
くなっている。早期に対応を行うために相談員の増加が必
要であるが、募集をしても欠員が継続している状態であ
り、相談員の確保が急務である。

子育て支援課 ○

ホ－ムペ－ジ等で、相談窓口の周知を行う － － － 引き続き事業を継続する 商工観光課 ○

人権擁護委員が行う人権相談の会場準備を行う。
対応すべ
き会場数

１２

対応数
１２

100% 人権相談について、さらなる周知が必要である
人権政策・男女共
同参画課

○

関係機関と連携した相談支援、情報提供ができる体制の構築窓口や
電話で障がいのある人等からの相談を受け、その方にとって必要な
機関と連携をとり包括的に情報提供を行うことにより、権利擁護の
ための必要な援助を実施する。また、権利擁護部会やネットワ－ク
会議等の支援体制を確保、活用する。

－ － － 引き続き事業を継続する
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

ホ－ムペ－ジでの周知、後見制度利用にかかる相談者へはパンフ
レット配布と説明を随時行っている。また、地域包括支援センタ－
社会福祉士職能会ではサロン等でエンディングノートの紹介をする
際に成年後見制度の周知啓発を実施した。

－ － －
地域いきいきサロンやシニアクラブなど関係団体と協力し
ながら周知・啓発に努めていきたい。

高齢者支援課 ○

専門的な知識を持った市内の特定非営利活動法人に委託して、認知
症高齢者、知的障がい者、精神障がい者及びその家族等が、成年後
見制度等について気軽に相談できるよう市民相談会を年５回実施し
ている。

５回 ５回 100%

近年の相談件数の増加に伴い、平成３０年度から相談会を
年５回実施に増やした。
今後も周知を行っていく。
成果指標：相談会開催回数

生活福祉課
（地域福祉担当）

○

④障がいのある人等からの
相談支援、情報提供や助言
等を行い、障がいのある人
の権利擁護のための必要な
援助等を実施

⑤知的障がい者、精神障が
い者など判断能力が十分で
ない人が地域で安心して自
立した生活ができるよう、
日常生活自立支援事業及び
成年後見制度の広報啓発の
実施
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標２ 自立生活を支援する福祉サ－ビスの推進～福祉サ－ビスの充実～

筑紫野市

基本施策2

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①訪問系サ－ビスの充実 障がい者及び障がい児に必要な障がい福祉サ－ビスの給付の実施
（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障がい者等
包括支援）
障がい状況や家庭環境、意欲・能力に応じた障がい福祉サ－ビスを
提供するため、指定計画相談支援事業者やその他の関係機関と連携
をとり、自立した地域生活を送れるよう支援を行う。

前年実績
平均

226.83
人/月

平均
255.08

人/月
112%

事業者によるモニタリングを通して、サ－ビス継続の必要
性やニ－ズの変化などを随時確認し、個－に必要なサ－ビ
スの提供に努める。
引き続き事業を継続する。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

②日中活動系サ－ビスの充
実

障がい者及び障がい児に必要な障がい福祉サ－ビスの給付の実施
（短期入所、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労
継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型）
障がい状況や家庭環境、意欲・能力に応じた障がい福祉サ－ビスを
提供するため、指定計画相談支援事業者やその他の関係機関と連携
をとり、自立した地域生活を送れるよう支援を行う。

前年実績
平均

681.66
人/月

平均
723.83

人/月
106%

事業者によるモニタリングを通して、サ－ビス継続の必要
性やニ－ズの変化などを随時確認し、個－に必要なサ－ビ
スの提供に努める。
引き続き事業を継続する。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

③福祉に関する総合的な相
談機能の充実

関係各課、障がい福祉関係事業所、病院、障がい者団体等と連携
し、相談支援を行う。また、自立支援協議会やネットワ－ク会議、
ケ－ス会議等に参加し、総合的・包括的な相談機能を充実させる。

－ － － 引き続き事業を継続する
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

④地域包括支援センタ－に
おける専門的な指導、助言
等や相談機能の強化

市内４箇所の地域包括支援センタ－により、高齢者を中心とした総
合的な相談場所として、様－な相談に対応している。また、職員の
資質向上のためにも定期的な研修等の参加を促した。
《地域包括支援センタ－への令和5年度相談件数》
①介護保険その他保健福祉サ－ビスに関すること11,414件
②上記①のうち、権利擁護に関すること362件
③上記①のうち、高齢者虐待に関すること142件

前年実績
相談件数
１３，１
１１件

相談件数
１１，４
１４件

87%
今後も地域包括支援センタ－の周知を高めていくととも
に、地域の関係団体等との連携や情報共有化を進める。

高齢者支援課 ○

⑤関係機関と連携し、訪問
相談援助の充実 指定計画相談支援事業所等の関係機関による訪問相談体制の確保、

充実を図ることにより、円滑にサ－ビスを利用できるように支援や
調整を行う。また、本人の状況確認のため必要であれば市職員やそ
の他関係機関と連携して随時訪問相談援助を行う。

前年実績
計画相談

利用
194.66

人/月

計画相談
利用

204.16
人/月

104% 引き続き事業を継続する
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

在宅福祉サ－ビスの充実

在宅生活を支援するための障がい福祉サ－ビスを利用しながら、自立した生活を送れるよう、障がいの種類にかかわらず安定したサ－ビスの提供とニ－ズに応じた生活支援策の充実を図り
ます。
日中活動を支援するため、一人ひとりの状況や意欲・能力等に応じた、入浴や食事等の介護、創作的活動等を行う生活介護、日中一時支援等の多様な活動の場の提供に努めます。
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標２ 自立生活を支援する福祉サ－ビスの推進～福祉サ－ビスの充実～

筑紫野市

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

⑥在宅の障がいのある人へ
のサ－ビスの周知及び情報
提供の充実

窓口や電話において本人又は家族に対してサ－ビスの周知及び情報
提供を行う。また、来庁や電話相談が難しい方については自宅訪問
を行い、「すこやかライフガイドブック」等を活用した情報提供に
努める。

－ － － 引き続き事業を継続する
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑦日常生活自立支援事業及
び成年後見制度の広報、啓
発の推進

特定非営利活動法人に委託して認知症高齢者、知的障がい者、精神
障がい者及びその家族等が、成年後見制度について気軽に相談でき
るよう市民相談会を年５回実施している。

５回 ５回 100%
今後、高齢化社会がますます進む中で障がい者及び高齢者
等の権利擁護を目的とした相談会は必要である。
成果指標：相談会開催回数

生活福祉課
（地域福祉担当）

○

⑧身体障がい者、知的障が
い者や聴覚障がい者の相談
員等の支援

身体障がい者相談員５名、知的障がい者相談員２名を設置。県の主
催する相談員向けの研修会に参加している。
聴覚障がい者相談員２名を設置し、月に２回相談日を設け、聴覚障
がいの方からの相談に応じている。

前年実績
相談件数

88件

相談件数
87件

98%
身近で生活に関連した相談内容が多く、今後も事業を継続
する。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑨障がいのある人の幅広い
相談に対応できる専門的な
相談体制の充実

○関係各課、障がい福祉関係事業所、病院、障がい者団体等の様－
な専門機関と連携し、相談体制を整える。
○自立支援協議会やネットワ－ク会議など各団体が集まった場にお
いてケ－ス会議等を行い、それぞれの専門的見地から意見を聴取
し、幅広い相談に対応する。

－ － －
引き続き事業を継続する
市内の相談支援事業所との連携強化を図るため、R6年度
より相談支援事業所連絡会を実施予定。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標２ 自立生活を支援する福祉サ－ビスの推進～福祉サ－ビスの充実～

筑紫野市

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

学校、家庭、地域に加え福祉や医療機関、専門の相談機関等と連携
し、支援体制を形成するよう努めている。（福岡県特別支援教育推
進プランの実施）

－ － －
児童生徒の個別の支援、教育指導計画を基本に、学校、家
庭、地域と連携し、各専門機関を交えた相談体制の強化を
図っていく。

学校教育課 ○

○健康相談
○窓口に「耳マ－ク表示板」を設置している
○資料作成の際には、絵や写真を使用し分かりやすくしている

前年実績
電話113

件
来庁５件

電話76
件

来庁20
件

81% 引き続き事業を継続する 健康推進課 ○

①各民生委員児童委員協議会には必ず年１回以上、該当の地域包括
支援センタ－が参加。
②地域サロンや介護予防に資する取り組みを通じて、民生委員や福
祉委員、運動サポ－タ－等と連携を図る他、地域包括支援センタ－
の重要業務の１つである高齢者の実態把握活動は当行政区の民生委
員と連携し行った。
③各コミュニティ運営協議会や団体の要望に応じ、民生委員等をは
じめ福祉に関わる市民に対して地域包括ケアシステムや介護保険制
度の講話等を行い、支援機能の強化に努めた。

前年実績
②民生委
員等から
の実態把
握訪問件

数62
件、

③講話等
7回

②民生委
員等から
の実態把
握訪問件
数106
件、

③講話等
8回

165%

継続して実施する。
今後、支え合いの地域づくりを進めていくため、各コミュ
ニティ運営協議会や地域団体からの要望に応じ、継続して
地域包括ケアシステムに関する学習会を計画していく。

高齢者支援課 ○

家庭児童相談業務
〇「子ども家庭総合支援拠点」として相談員５名体制で家庭内にお
ける相談、関係機関との連携、保護者や子どもへのアプローチ等を
行っている。
〇民児協・民児連等の研修会で家児相や子ども条例についての啓発
を実施
〇中学校主催の生徒指導委員会や筑紫野中学校拡大教育委員会へ参
加
〇要保護児童対策地域協議会実務者会議を開催し、関係機関との連
携強化に務めた（全体会2回、教育委員会連携会議11回）

7,８６0件
（R４実績

*1.1）
9,954件 126%

令和６年度から「こども家庭センター」を設置。児童福祉
分野と母子保健分野の更なる連携強化等を図っていく。

子育て支援課 ○

子育て世代包括支援センター業務
保健師、助産師などの母子保健コーディネーター３名を配置し、妊
娠期から子育て期まで切れ目ない支援を行う。内容に応じて必要な
機関と連携を図っている。
妊婦や子どもに関わる関係機関や関係課だけでなく、経済面での相
談など相談内容は多岐に渡っており、ケースの状況に応じて必要な
機関と連携を図り支援を実施している。

― ― ―
令和６年度から子育て世代包括支援センターは「こども家
庭センター」に統合。児童福祉分野と母子保健分野の更な
る連携強化等を図っていく。

子育て支援課 ○

こども療育相談室の相談業務
相談の結果、必要な手続きや支援について、関係機関や関係課と連
携を図り支援を実施している。
令和５年度実績：延べ529件

―

関係機関
との連携
延べ529

件

― 引き続き事業を継続する 子育て支援課 ○

地域の関係団体、関係機関が集まった自立支援協議会やネットワ－
ク会議を活用し、地域ならではの課題について身近な地域の各関係
団体と連携して検証を行い、解決策を模索する。

前年実績
ネットワ
－ク会議

4回

ネットワ
－ク会議

4回
100%

引き続き事業を継続する
市内の相談支援事業所との連携強化を図るため、R6年度
より相談支援事業所連絡会を実施予定。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑩地域の関係団体、関係機
関が連携した相談支援機能
の強化
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標２ 自立生活を支援する福祉サ－ビスの推進～福祉サ－ビスの充実～

筑紫野市

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

⑪聴覚、言語機能、音声機
能、視覚等の障がいのため
の点字や手話、要約筆記な
どの普及の推進

○筑紫野市手話の会等の関係団体と連携し、手話通訳者派遣事業を
実施し、事業の周知に努める。
○手話奉仕員養成講座の実施・周知

－

養成講座
受講者数

21人
修了者数
１１人

－

手話に対する理解の向上と普及のため手話奉仕員養成講座
を実施しているが、手話通訳者の新たな担い手が確保でき
ず、課題である。
点字・要約筆記の具体的な普及推進は行っておらず、今後
の課題。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑫手話通訳者派遣事業の推
進及び手話通訳者の窓口配
置

○市役所での各種申請手続きや相談等における意思疎通のための手
話通訳や、登録手話通訳者の派遣調整を主たる業務として、専任手
話通訳者2名を生活福祉課に設置。
○登録手話通訳者派遣（筑紫野市手話の会18名）により、病院・学
校・家庭・職場・市役所等へ出向き手話通訳を行っている。また、
緊急時は消防・警察を通して派遣依頼がある。
○手話通訳の技術向上、身体状態の維持のため、研修会への参加、
けいけん腕検診の実施

前年実績
派遣件数
384件

派遣件数
302件

78%
引き続き事業を継続する
R5年度の手話通訳派遣件数が減少した理由は、手話通訳
利用者の通院状況が変化して利用回数が減ったため

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑬公共施設での「耳マ－ク
表示板」設置の推進

各課の回答は【全課2-2-13】シ－トを確認ください。
※進捗状況表　49～51ページ参照

全課

⑭日常生活用具の給付及び
購入に要する費用の助成

日常生活用具費の支給により、日常生活の便宜を図り、自立した日
常生活を営むことができるように支援している。

前年実績
2,239件

2,291件 102% 引き続き事業を継続する
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑮外出移動が困難な障がい
者等の社会参加や日常生活
の移動支援

屋外での移動が困難な障がい者等に対して、外出のための支援を
行っている。（同行援護、行動援護、移動支援）

前年実績
平均

92人/月

平均
101人/

月
109%

今後もニ－ズに対応できるよう、サ－ビス提供事業者を拡
充し、安定的なサ－ビス提供体制の確保に努める。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑯重度障がい者の外出支援
に福祉タクシ－料金の一部
を助成

在宅の重度障がい者等に対して福祉タクシ－利用券を交付し、タク
シ－料金の一部を助成することによって社会参加の促し、外出支援
を行っている。（年間４８枚・初乗り運賃５８０円を控除）

前年実績
配布数

40,176
枚

配布数
39,984

枚
99%

引き続き事業を継続する。
R6年度より、年間６６枚・１枚あたり５００円を控除
し、１回の乗車につき２枚まで利用できるように変更し、
利用しやすくなっている。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑰訪問入浴サ－ビスの充実 自宅での入浴が難しい方に対して、入浴設備を備えた移動入浴車を
対象者の自宅に派遣し、入浴支援を行っている。
(訪問入浴利用者負担：1回あたり1,000円）

前年実績
8人

8人 100% 一定のニ－ズがあり、引き続き事業を継続する。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑱自動車運転免許取得に要
する費用の助成事業の充実

身体障害者手帳の交付を受けた者が自動車運転免許を取得する際
に、自動車学校での学習基本課程までの費用の一部を助成してい
る。（100,000円を限度として助成）

前年実績
0人

0人 0% 今後も事業を継続していく。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑲自動車の運転に必要な改
造に要する費用の一部の助
成事業の充実

身体障害者手帳の交付を受けた者が、自ら所有し運転する自動車を
改造する場合に、その改造費を助成している。（100,000円を限度
として助成）

前年実績
2人

2人 100% 今後も事業を継続していく。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標２ 自立生活を支援する福祉サ－ビスの推進～福祉サ－ビスの充実～

筑紫野市

基本施策3

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①居住系サ－ビスの充実
障がい状況や家庭環境、意欲・能力に応じた障がい福祉サ－ビスを
提供するため、指定計画相談支援事業者やその他の関係機関と連携
をとり、自立した地域生活を送れるよう支援を行う。また、事業者
によるモニタリングを通して、サ－ビス継続の必要性やニ－ズの変
化などを随時確認し、個－に必要なサ－ビスの提供に努める。（施
設入所支援、グル－プホ－ム）

前年実績
平均

228.5人
/月

平均
22９.5
人/月

100% 今後も事業を継続していく。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

基本施策4

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①精神障がいに対する正し
い知識の普及・啓発の推進

福岡県や団体等が主催する精神障がいに関する講座・講演会への参
加、周知

－ － － 今後も事業を継続していく。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

②精神障がいのある人の就
労を促進するため事業所の
啓発と支援

現在、具体的な事業所の啓発は行っていないが、事業所から精神障
がいのある人の就労に関する相談があった場合は、就労定着支援な
どのサ－ビスやジョブコ－チ等の情報提供を行っている。

－ － － 今後も事業を継続していく。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

③地域活動支援センタ－に
関する普及・啓発の推進

筑紫地区地域活動支援センタ－運営事業
地域活動支援センタ－補助事業
登録者数は減少傾向にあるものの、精神障がいのある方にとって自
宅と病院以外の貴重な居場所となっており、事業の必要性は高い。

－

つくしぴ
あ相談件

数
延べ８２

件

－
精神障がいのある方にとっての居場所提供ができるよう、
今後も事業を継続すると共に、周知を行う。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

基本施策5

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①発達障がいに対する正し
い知識の普及・啓発の推進

福岡県発達障がい者支援センタ－やその他関係機関が主催する発達
障がいに関する講座・講演会への参加・周知を行い、職員及び市民
の理解の推進を図る。

講座・講演会の案内があれば積極的に参加し、周知している。

－ － － 今後も事業を継続していく。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

②福岡県発達障がい者支援
センタ－との連携充実（新
規）

市に相談があった際、必要に応じて福岡県発達障がい者支援セン
ターを案内・紹介をしている。

－ － － 今後も事業を継続していく。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

精神障がい者施策の推進

精神障がいのある人が地域で安心して暮らすために、個－の状況に応じた在宅サ－ビス等の適切な支援、精神障がいのある人や家族などに対する相談支援体制の充実を図ります。また、精
神障がいや精神障がいのある人に対する周囲の正しい理解を促進するために、市民の精神疾患に対する正しい知識や情報の普及・啓発を行います。

発達障がい者施策の推進

発達障がいに対する周囲の正しい理解の普及・啓発を行います。また、福岡県発達障がい者支援センタ－を核とし、乳幼児期から成人期まで切れ目のない支援を行います。

施設福祉サ－ビスの推進

障がいの状態や生活状況等に応じて、障がい者施設や共同生活援助（グル－プホ－ム）、自立生活援助等を利用することにより、安心して暮らしていくことができる居住・生活の場の確保
に努めます。
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標３

基本施策1

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①健診結果個別説明会　　　209人参加
　健診の結果をもとに生活習慣に関するアドバイスを行った
②特定保健指導　253人（特定保健指導利用者数）
③地域型健康づくり講座　11６回　延2,631人
④高齢者健康学級　計4４件　参加人数８０１人
⑤自分に合った食事教室（３回）参加者7３人

前年実績
①196人
②100人
③2,214

人
④764人
⑤70人

計３，３
４４人

①209人
②253人
③2,631

人
④801人
⑤73人

計３，
967人

118% 今後も事業の周知を行う 健康推進課 ○

○乳幼児健康診査の結果で、発達等気になるケ－スに電話ﾌｫﾛ－等を
行い、必要時、発達事業や関係機関等につなぐ。
○母子講師派遣にて栄養や歯科保健に関する講話を実施
〇妊婦とその家族を対象とした教室を開催（月１回）
○離乳食教室（月１回）で離乳食に関する講話を実施
〇こども療育相談室で相談を受けた就学前の親子を対象に、小集団
での親子教室や保護者向けの学習会を開催。
〇子育て支援センターやつどいの広場のサロン等で育児相談を受け
た際に、発育発達に関する相談を受けた際には、こども療育相談室
や各種療育機関等を案内する。
〇子育て世代包括支援センターにおける子育て支援コーディネー
ターが地域サロン等で育児相談を受けた際に、発育発達に関する相
談を受けた際には、こども療育相談室や各種療育機関等を案内す
る。
〇子育て世代包括支援センターにおける母子保健コーディーネー
ターが関わるケースに対して母子に関する個別の保健指導を実施。

－ － －

・乳幼児健診事後の保健指導について、発達が気になる場
合でも、保護者の認識がなかったり抵抗がある場合に、す
ぐに相談等につながらない場合も多い。保護者や子どもに
寄り添いながら、早期療育等の理解が得られるよう支援し
ていく。
・R6より子育て世代包括支援センターは「こども家庭セ
ンタ―」に名称変更する

子育て支援課 ○

①保健指導や健康教室の充
実

すこやかな自立生活を支える暮らしを支援する～保健・医療体制の充実～

筑紫野市

保健・医療体制の充実

障がいの要因となる疾病等を予防するため、医療機関などと連携し、疾病や障がいなどの早期発見及び治療、早期療育に努めます。また、医師会、歯科医師会など関係機関と連携を図り、
医療やリハビリテ－ションの充実に努めるとともに、医療機関の情報提供など、障がいのある人が医療やリハビリテ－ションを受けやすい環境づくりを進めます。
健康の保持・増進のため、健康診査や生活習慣病の予防、また早期発見のため、健康教室や保健指導を実施するとともに、各ライフステ－ジに応じた心と身体の健康づくり活動を支援しま
す。早期療育体制を充実することにより、障がいによる生活のしづらさの軽減や健康の増進を支援します。

18/53



第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標３ すこやかな自立生活を支える暮らしを支援する～保健・医療体制の充実～

筑紫野市

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

保健指導や健康教室にて啓発を実施。
①健診結果個別説明会　　　209人参加
　健診の結果をもとに生活習慣に関するアドバイスを行った
②特定保健指導　253人（特定保健指導利用者数）
③地域型健康づくり講座　11６回　延2,631人
④高齢者健康学級　計4４件　参加人数８０１人
⑤自分に合った食事教室（３回）参加者7３人

前年実績
①196人
②100人
③2,214

人
④764人
⑤70人

計３，３
４４人

①209人
②253人
③2,631

人
④801人
⑤73人

計３，
967人

118% 今後も事業の周知を行う 健康推進課 ○

保健指導や健康教室にて啓発を実施。
○乳幼児健康診査の結果で、発達等気になるケ－スに電話ﾌｫﾛ－等を
行い、必要時、発達事業や関係機関等につなぐ。
○母子講師派遣にて栄養や歯科保健に関する講話を実施
〇妊婦とその家族を対象とした教室を開催（月１回）
○離乳食教室（月１回）で離乳食に関する講話を実施
〇こども療育相談室で相談を受けた就学前の親子を対象に、小集団
での親子教室や保護者向けの学習会を開催。
〇子育て支援センターやつどいの広場のサロン等で育児相談を受け
た際に、発育発達に関する相談を受けた際には、こども療育相談室
や各種療育機関等を案内する。
〇子育て世代包括支援センターにおける子育て支援コーディネー
ターが地域サロン等で育児相談を受けた際に、発育発達に関する相
談を受けた際には、こども療育相談室や各種療育機関等を案内す
る。
〇子育て世代包括支援センターにおける母子保健コーディーネー
ターが関わるケースに対して母子に関する個別の保健指導を実施。

－ － －

・乳幼児健診事後の保健指導について、発達が気になる場
合でも、保護者の認識がなかったり抵抗がある場合に、す
ぐに相談等につながらない場合も多い。保護者や子どもに
寄り添いながら、早期療育等の理解が得られるよう支援し
ていく。
・R6より子育て世代包括支援センターは「こども家庭セ
ンタ―」に名称変更する

子育て支援課 ○

②障がいの発生予防に関す
る啓発の推進
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標３ すこやかな自立生活を支える暮らしを支援する～保健・医療体制の充実～

筑紫野市

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

各種障がいに対する知識を持つ教員の配置を進めている。
児童生徒の変化に対し、養護教諭が対応できるよう努めている。

前年実績
16校

16校 100%
年々特別支援学級在籍児童生徒の障がいの特性が多様化し
ているため、県主催の研修等による教員の資質向上に努め
る。

学校教育課 ○

○講師派遣事業（訪問健康教室）
・管理栄養士（4回）参加者延べ98人
・保健師 （１回）17人
・健康運動指導士（２回）１１人
・歯科衛生士（３回）98人
○健康相談（窓口相談：6件）、（電話相談：75件）
○栄養士だよりの発行（４回）各3000部発行
○電話や窓口での健康相談を受け、必要時関係機関につなぐ
○こころの健康づくり啓発（広報・ホ－ムペ－ジ掲載、相談窓口の
リ－フレット・啓発カ－ド配布、啓発旗の設置）
○年度当初に各世帯に健康カレンダ－を配布し、健康診査の周知を
図っている。特定健診受診券と同時に健診啓発チラシを送付した
り、未受診者には健診の受診勧奨を行っている。また、対象年齢に
該当する方には、がん検診の無料ク－ポン券とがん検診手帳、健診
の案内を送付し、健康診査の啓発を行った。

－

講師派遣
参加者

計224人

健康相談
計81件

－ 今後も健診等保健事業の周知を行う 健康推進課 ○

○離乳食教室、母子講師派遣、子どもの歯科教室
○育児相談・小児科医の発達相談
○妊婦健診・乳幼児健診

前年実績
発達相談
延48件

発達相談
延48件

100%
講話や相談、健診事業を通して、疾病や障がい等の早期発
見･治療等に努めていく。

子育て支援課 ○

「ちくしの文化講座」や、「家庭教育学級事業」の中で、栄養（料
理）や健康に関するテーマを取り扱うことがある。
R5年度実績（栄養や健康に関するテーマの回数）
・ちくしの文化講座…計3回（マクロビ入門、漬物と健康）
・家庭教育学級事業…計5回（パンと絵本と食育と、免疫力アップ！
発酵食品を使ったベジカレー作り）

－ 計8回 －

「ちくしの文化講座」や、「家庭教育学級事業」の中で、
栄養（料理）に関するテ－マを引き続き取り入れていく。
（※それぞれの事務事業としては数値設定していませ
ん。）

生涯学習課 ○

③健康に関する教育、相
談、診査等の普及・啓発の
充実
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標３ すこやかな自立生活を支える暮らしを支援する～保健・医療体制の充実～

筑紫野市

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

④妊産婦健康診査の充実

妊婦健診　妊婦に計14回の補助券を交付
R5年度実績　受診実人数1,234人（延9,659人）
R５年度実績　妊娠判定助成：11人

前年実績
延受診者
1０,695

人

延受診者
９,659

人
90%

妊婦健診の結果は２ヶ月遅れで把握するため、妊娠中の保
健指導は医療機関での指導が主となる。産後の保健指導を
継続することで産婦の健康の保持増進につながるよう努め
る。
また、低所得者の初回産科医療機関受診費用の助成や多胎
妊婦へ妊婦健康診査費用助成の上乗せをすることにより、
負担の軽減に努める。

子育て支援課 ○

⑤乳幼児健康診査の充実 R５年度実施状況（受診者数・受診率）
○4か月児（819人・95.8％）
○10か月児（871人・95.6％）
○1歳6か月児（939人・97.7％）
○1歳6か月児歯科（810人・84.3％）
○3歳児（1,171人・98.0％）
令和３年度より、３歳児健診において視覚検査（スポットビジョン
スクリーナー）を追加。
令和３年度より、未受診者のフォロー体制を見直し、より早期に受
診勧奨を行い、健診の必要性を伝え、受診に繋げることで、疾病や
障がいの早期発見に努めるようにしている。また、受診者の事後
フォロ－体制(発達面でのフォロ－・連携)の中で、疾病や障がい等に
対する理解を高め、早期療育に繋げるよう支援している。

前年実績
乳幼児健
診平均受

診率
95.0％

乳幼児健
診平均受

診率
94.4％

99%
・R5より新生児聴覚検査の公費助成を開始し、先天性聴
覚異常等の早期発見、早期支援につなげる。

子育て支援課 ○

○育児相談（個別）月1回開催
　R5年実績　参加者延人数119人
○定例以外の育児相談は、随時、電話・窓口にて相談を受付、対応
（妊産婦含む）
　計197人（保健・予防接種・栄養）

前年実績
集団・個

別の
育児相談

357

個別の
育児相談
316人

89%
・類似の子育て相談事業との整理を行い、より専門的な子
育て相談の在り方を検討する。

子育て支援課 ○

自宅での入浴、排泄、食事等の介護が必要な障がい児に対して、保
護者による介助が難しい部分について居宅介護等の障がい福祉サ－
ビスを給付することで育児支援を行っている。（障がい児及び障が
いのある親に対する育児支援の実施）

－ － －
今後も子育て支援課等と連携を取り、その家庭に必要なサ
－ビスを模索していく。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑦子育てセミナ－等の各種
教室、育児講座や健康相談
等の実施

○訪問健康教室は地域子育てサロンを対象に栄養や歯科保健に関す
る講話を実施
　R5年度実績　7回実施　参加者延べ50組（手話通訳派遣希望な
し）
○離乳食教室（月1回実施）で離乳食に関する講話及び相談を実施

前年実績
集団の

講座参加
163人

集団の
講座参加
156人

96%

・離乳食教室は定員を拡大したが、定員割れしている。内
容や申し込み方法の検討が必要。
・訪問健康教室は実績が増えているが内容が固定化してい
るため、地域のニーズや実情を踏まえた見直しを検討す
る。

子育て支援課 ○

⑥育児支援事業の充実
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＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標３ すこやかな自立生活を支える暮らしを支援する～保健・医療体制の充実～

筑紫野市

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

訪問健康教室
○精神保健訪問
R５年度　実績20

－ 20件 －
関係各課と連携を取り、必要があれば訪問指導を実施す
る。

健康推進課 ○

市内４箇所の地域包括支援センタ－により、高齢者を中心とした総
合的な相談場所として、様－な相談に対応している。また、職員の
資質向上のためにも定期的な研修等の参加を促した。
《地域包括支援センタ－への令和5年度相談件数》
①介護保険その他保健福祉サ－ビスに関すること11,414件
②上記①のうち、権利擁護に関すること362件
③上記①のうち、高齢者虐待に関すること142件

前年実績
相談件数
１３，１
１１件

相談件数
１１，４
１４件

87%
併せて、介護支援専門員も支援の担い手となれるよう、研
修会を行う（基本目標２-２-⑩）

高齢者支援課 ○

市内の生後4か月を迎えるまでの乳児がいる家庭に保健師・助産師・
看護師が訪問し、子育て支援に関する情報提供を行う。
令和5年度実績：全戸訪問事業：851件、養育支援訪問事業：1件

前年実績
全戸訪

問：894
件、養育
支援訪

問：3件

全戸訪
問：851
件、養育
支援訪

問：1件

96%

・訪問を希望されないケ－スもあるが、乳幼児健診や予防
接種にて未訪問者の全件把握を行っている。
・R5.2月より新たに開始した「出産・子育て伴走型応援
事業」により、把握割合が増加した。

子育て支援課 ○

子育て世代包括センターにおいて、支援が必要と思われる妊産婦に
対して母子保健コーディーが継続的な個別の支援を行っている。そ
の際、必要に応じて家庭訪問を行っている。
令和5年度実績：161件（延べ）

前年実績
延べ

196件

延べ
161件

82%
支援ケースの中には保護者がメンタルヘルスの不調をきた
している場合や子どもの障がいや疾病があるケースもある
ため、適切な医療機関や福祉サービスに繋いでいく。

子育て支援課 ○

相談支援の一環として、関係各課と連携を取り、必要があれば訪問
指導を実施

－ － －

訪問指導を実施することにより、その家庭が抱えるニ－ズ
を把握した上で障がいに関するサ－ビス等の情報を提供
し、利用につなげる。
今後も関係各課と連携を取りながら事業を継続する。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑨妊産婦・新生児訪問の実
施 市内の生後1か月を迎えるまでの新生児がいる家庭に保健師・助産

師・看護師が訪問し、子育て支援に関する情報提供を行う。
令和５年度実績：新生児訪問：10件

前年実績
新生児
訪問14

件

新生児
訪問
10件

71%

子育て世代包括支援センターの支援プラン対象者や医療機
関との連携により把握した対象者の内、必要に応じて出生
後早期の訪問支援を実施している。その他の対象者には生
後4か月までの全件面談を目指す。

子育て支援課 ○

⑩養育医療費の助成

医療を必要とする未熟児に対し、養育に必要な医療の費用を給付す
る。

前年実績
実人数：

29人

実人数：
28人

96%

未熟児・早産児・低出生体重児の予防にむけて妊娠
期の保健指導の充実が課題である。また、合併症を
持っていることが多く、発達面・発育面でも課題が
あり、家族も含めたフォロ－について検討してい
く。

子育て支援課 ○

⑧訪問指導の実施
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施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

⑪自立支援医療費の助成

自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院医療）費の支給認定
および費用の負担（精神通院医療については申請受付及び県への進
達）

前年実績
更生381

人
育成16

人
精神

1,986人

更生371
人

育成11
人

精神
2,104人

104%
自立支援医療により、経済的負担が軽減され治療が受けや
すくなっている。今後も事業を継続する。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑫障がい者医療費の助成
重度障がい者医療証の発行

前年実績
1,690枚

1,710枚 101%
福岡県重度障がい者医療費助成制度に準じて制度を運営す
る

国保年金課 ○
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基本施策2

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

特別支援学級に在籍する児童生徒の特性を理解し、家族や関連機関
との連携を密にするよう努めている。

前年実績
16校

16校 100% 今後とも連携を密にしながら相談体制を充実していく。 学校教育課 ○

精神訪問・相談　44件
健康相談（窓口相談：5件）、（電話相談：113件）

－

精神訪
問・相談

44件
健康相談
窓口５件
電話113

件

－
今後とも各関係機関と連携を密にしながら相談体制を充実
していく。

健康推進課 ○

○小児慢性特定疾病に該当する児に関して、医療機関から情報提供
があった場合、医療機関と電話や文書にて連携。
○乳児全戸訪問時、小児慢性特定疾病に該当する児には、必要時、
筑紫保健福祉環境事務所の職員と連携。

－ － －
制度に該当するケースで必要な場合は、保健福祉環境事務
所に繋ぐなど適切に対応する。

子育て支援課 ○

難病患者等への福祉サ－ビスの情報提供
（平成25年より障害者総合支援法の対象者に難病患者等が追加され
ている。患者及び家族から相談があれば、必要なサ－ビスについて
情報提供を行い、利用につなげる。）

－ － － 今後も制度の周知していく。。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

特別支援学級に在籍する児童生徒の特性を理解し、家族や関連機関
との連携を密にするよう努めている。

前年実績
16校

16校 100% 今後とも連携を密にしながら相談体制を充実していく。 学校教育課 ○

気になる妊産婦においては、医療機関との連携を行い、多機関で支
援している。

前年実績
文書での
やり取り
（実延

106件）

文書での
やり取り
（実延

101件）

95%
今後も医療機関と連携し、妊産婦を支える取り組みを行
う。

子育て支援課 ○

保健福祉環境事務所や医療機関等との連携 － － －

難病患者等は医療的ニ－ズも多く、保健福祉環境事務所や
医療機関と関りがあるケ－スが多い。病状の変動も多いた
め、医療的な面において保健所や医療機関等と連携を取っ
た上で病状を把握し、個－に応じたサ－ビスを提供できる
よう努める。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

②保健・医療機関等との連
携

①患者及び家族に対する相
談指導の充実

難病患者施策の推進

難病患者及び家族がもつさまざまなニ－ズに対応し、きめ細やかな相談や適切な医療やサ－ビスにつながるよう、関係機関と連携し、体制を強化します。
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＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標４ 子どものすこやかな発達を支援する～療育・保育・教育の環境づくり～

基本施策1

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①在宅障がい（児）者通園
事業の充実 「さるびあ学園」の運営

前年実績
1６名

1７名 106%
重度の重複障がい者が利用できる通所施設が市内にはな
く、長期間利用されている方が多い。今後も事業を継続
し、本人の社会参加や家族の介護負担軽減を目指す。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

②「ほほえみクラブ」の充
実 日中一時支援の実施（春期・夏期・冬期）

前年実績
人数
７人

人数
３人

42%
児童発達支援・放課後等デイサ－ビスの事業所が増加して
いることから、利用人数が減ってきている。今後の事業の
方針について検討が必要。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

△

特別支援教育担当教員への県主催研修等への参加の促進
校内研修の開催促進

16校 16校 100% 通常学級担当教員への研修を促進する。 学校教育課 ○

・保育所運営事業
各公立保育所の担当者が集まる障がい児担当者会議で個別のケ－ス
検討を行い、理解を深め、所内外での研修受講も呼びかけ、全体の
スキルアップに努めた。５年度は担当者会議を４回開催。園外研修
として、二日市東小学校の支援学級・通級指導教室を視察。また、
街道保育所においては年に２回、聖ヨゼフ園の専門の先生をお招き
して公開保育・先生による講義を実施した。

前年実績
担当者会

議
４回/年
研修参加
１回/年

担当者会
議

４回/年
研修参加
１回/年

100%

対象者増や子どもの姿の多様化により対応が困難なケ－ス
が増えており、更なる研鑽をつむ必要がある。
また、体制の充実や研修の機会を確保するため、保育士の
確保も課題である。

保育児童課 ○

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活
への適応訓練を行うことを目的に保育所等訪問（障がい児支援）の
給付を行っている。

前年実績
平均

6.25人/
月

平均
15.25人

/月
244%

今後も、事業所や計画相談支援事業者等と連携を取りなが
ら指導体制の充実を図っていく。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

特別支援学級に在籍する児童生徒に対する適切な計画の策定及び指
導の推進

前年実績
16校

16校 100%
個別の教育支援計画を策定した後に、個々の児童生徒の変
化に伴う計画の見直しを行う。

学校教育課 ○

・保育所運営事業
　対象児童の個別支援計画を作成。また、保育所内や四保の障がい
児担当者会議で情報の共有を図っている。

－ － －
対象者の増や子どもの姿の多様化などにより、対応が困難
なケ－スが増えており、所内で職員間で情報共有を行い、
細やかな配慮や支援が必要。

保育児童課 ○

④「個別の教育支援計画」
による適切な指導の推進

③発達障がい児に対する保
育士・教職員の指導体制の
充実

発達・療育支援環境の充実

障がいの特性や一人ひとりの状況に応じたきめ細かな支援が行える体制の強化に努めるとともに、家族等の障がいに対する理解を深めるための取り組みと相談体制の充実を図ります。
一人ひとりの子どもの状況に応じてきめ細かに支援します。障がいや発達に課題のある子どもの保育・療育のために、保育体制や療育体制を充実します。

筑紫野市
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施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

⑤乳幼児健康診査、乳幼児
発達相談、乳幼児健康相談
等の母子保健事業の推進

○乳幼児健診の結果で気になるアンケート結果や健診結果の対象者
に電話フォロ－を行う。また、3歳児健診では発達面が気になる児
に心理士の相談実施。
Ｒ５実績：258件

○育児相談で、発達に関する相談があった場合は、必要時、こども
療育相談室などの発達関連事業を案内している。

前年実績
3歳児健
診心理相
談実績延

218件

3歳児健
診心理相
談実績延
258件

118%
今後も、母子保健事業においては特に乳幼児に的を絞り、
発達障がいの早期発見・早期支援の取り組みを継続する。

子育て支援課 ○

学校内における、障がいのある児童生徒の発達段階の変化について
の観察などを、担当教諭や養護教諭等で行っている。

前年実績
16校

16校 100%
障がい特性は、児童生徒それぞれであり、個々の発達に応
じた観察体制を整える必要がある。

学校教育課 ○

前年実績
集団・個

別の
育児相談

357

個別の
育児相談
316人

89%
・類似の子育て相談事業との整理を行い、より専門的な子
育て相談の在り方を検討する。

子育て支援課 ○

前年実績
講習会
１０回

講習会
１１回

110%

・参加希望者が多く人気がある。希望者全員が受講できて
いないので、参加組数を増やすことを検討する。
・受講できなかった保護者に対しては、個別相談等で対応
した。
・講義を聞くことで職員のスキルアップにも繋がってい
る。それを受講していない保護者へ還元している。

子育て支援課 ○

⑦こども療育相談室の充実
○子ども療育相談室の相談業務
個別面談の他に小児科医の相談や親子教室、保護者の学習会などを
開催し、必要な方に参加を呼びかけ、支援している。

　R５年度実績　①来庁・電話　延1,318件
　②小児科医の発達相談　延48件
　③つくしんぼ教室（親子教室）　延66人
　④子育て応援教室（保護者の学習会）　延51人

①延
1,729件
②延48
件
③延50
人
④延43
人

①延
1,318件
②延48
件
③延66
人
④延51
人

79%
相談希望者は増加傾向にあり、また1～2歳代の低年齢の
子どの保護者からの相談も増えており、そのことで経過観
察者も増え、相談室だけでの対応が難しくなっている。

子育て支援課 ○

就学前から社会へ出るまでの、幼保、小、中、高へと情報を共有す
る体制の構築を図りながら、医療や福祉など専門機関との相談体制
の連携を整えている。

－ － －
家庭や学校内での情報の共有だけでなく、地域や保健福
祉、医療等との療育に関わる連携体制を充実していく。

学校教育課 ○

こども療育相談室に児童の発達専門である心理士、言語聴覚士を3
名配置し、相談対応を行っている。
また、児童発達支援や放課後等デーサービスの利用が必要と思われ
る場合には、利用申請の窓口である生活福祉課障がい者福祉担当に
繋いでいる。

－ － －
多角的な相談ができるように言語聴覚士等の専門職の確保
に引き続き努める。

子育て支援課 ○

こども療育相談室等の関係機関との連携 － － －
療育が必要な児童について、こども療育相談室（Ｒ６～こ
ども発達相談室）と情報共有し、療育にスムーズにつなが
るよう手続き等の支援をしている。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑥育児講座や育児相談及び
健康相談等の推進

○育児相談（個別）月1回開催
　R5年実績　参加者延人数119人
○定例以外の育児相談は、随時、電話・窓口にて相談を受付、対応
（妊産婦含む）
　計197人（保健・予防接種・栄養）
〇子育て支援センターやつどいの広場のサロン等で育児相談を受け
ている。また、子育て講習会を実施した。
　（R５年度　子育て講習会　１１回開催）

〇子育て支援コーディネーターが地域サロン等で育児相談を受けた
際に、発育発達に関する相談を受けている。

⑧専門的な療育相談体制の
推進

26/53



第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標４ 子どものすこやかな発達を支援する～療育・保育・教育の環境づくり～

筑紫野市

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

保健福祉、医療等専門的な機関との連携体制の構築に努めている。 － － － 今後とも連携体制の充実に努めていく。 学校教育課 ○

こども療育相談室において相談を受けた子どものうち必要な場合は
医療機関や療育機関の受診や利用を促し、適切に繋ぐようにしてい
る。

－ － － 引き続き関係機関や関係課と連携を図る。 子育て支援課 ○

障がいの早期発見、早期療育を推進できるよう、乳幼児健診の担当
者や家庭児童相談室、こども療育相談室、医療機関等と連携し、必
要であればケ－ス会議を開催するなどして情報共有を行っていく。

－ － － 引き続き、事業を継続する
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

○子ども療育相談室の相談業務
個別面談の他に小児科医の相談や親子教室、保護者の学習会などを
開催し、必要な方に参加を呼びかけ、支援している。

　R５年度実績　①来庁・電話　延1,318件
　②小児科医の発達相談　延48件
　③つくしんぼ教室（親子教室）　延66人
　④子育て応援教室（保護者の学習会）　延51人

①延
1,729件
②延48
件
③延50
人
④延43
人

①延
1,318件
②延48
件
③延66
人
④延51
人

79%
多角的な相談ができるように言語聴覚士等の専門職の確保
に引き続き努める。

子育て支援課 ○

窓口や電話等で心身に障がいのある幼児に関する相談があれば、障
がい者手帳や福祉サ－ビス、関係事業所等について情報提供を行
う。

－
実人数
344人

－
今後も、個－の障がいや家庭状況に合わせた支援を行って
いく。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

学校現場における、教員の児童生徒の様子の変化への気づきを学校
全体、児童生徒の保護者への情報の提供など共有を図っている。

前年実績
16校

16校 100%
特に通常学級に在籍している児童生徒についても、情緒不
安定な行動を示す例があるので、教員が早めに気づき、対
応することが求められている。

学校教育課 ○

○子ども療育相談室の相談業務
個別面談の他に小児科医の相談や親子教室、保護者の学習会などを
開催し、必要な方に参加を呼びかけ、支援している。

　R５年度実績　①来庁・電話　延1,318件
　②小児科医の発達相談　延48件
　③つくしんぼ教室（親子教室）　延66人
　④子育て応援教室（保護者の学習会）　延51人

①延
1,729件
②延48
件
③延50
人
④延43
人

①延
1,318件
②延48
件
③延66
人
④延51
人

79%
発達障がい児等の家族支援として子育て応援教室を療育の
専門機関に委託して開催し、育てにくさを感じる保護者に
褒めて育てる支援を引き続き実施する。

子育て支援課 ○

福岡県及びその他関係機関が実施する講座・講演会があれば窓口等
で相談があった際に情報提供し、理解の普及啓発を進めていく。

－ － － 引き続き、事業を継続する
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑨早期発見、早期療育を推
進するため、保健・医療機
関等との連携の推進

⑪障がい児の保護者に対す
る啓発及び早期療育の知識
や理解の普及啓発の推進

⑩心身に障がいのある幼児
の相談事業の推進
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標４ 子どものすこやかな発達を支援する～療育・保育・教育の環境づくり～

筑紫野市

基本施策2

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

特別支援学級に在籍する児童生徒が交流学級により接することで、
相互理解を得ることができるよう進めている。

前年実績
16校

16校 100% 今後とも相互理解のための交流学級の充実に努めていく。 学校教育課 ○

・保育所運営事業（通常保育）
・保育所地域活動事業（保育交流）※令和4年10月より園庭開放と
して実施
　公立四保育所

前年実績
4か所

4か所 100%
人権保育の視点から、日－の保育の中で障がいの有無に関
わらず、互いを尊重し、認め合う関係性を築いていく

保育児童課 ○

就学前から社会参加に至る過程においての学校生活の中で、児童生
徒の指導計画を基本として、保護者との情報の共有や相談体制を構
築している。

前年実績
16校

16校 100%
今後とも保護者との情報共有や相談体制の充実に努めてい
く。

学校教育課 ○

家庭児童相談業務
「子ども家庭総合支援拠点」として相談員５名体制で家庭内におけ
る相談、関係機関との連携、保護者や子どもへのアプローチ等を
行っている。

7,８６0件
（R４実績

*1.1）
9,954件 126%

令和６年度から「こども家庭センター」を設置。児童福祉
分野と母子保健分野の更なる連携強化等を図っていく。

子育て支援課 ○

障がいのある子の子育てについて相談があった際、家庭児童相談
室、こども療育相談室と連携をとりながら対応にあたっていく。必
要であれば、福祉サ－ビス等の状況提供を行う。

－ － － 引き続き、事業を継続する
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

③保育交流等で障がい児と
ふれあう機会を通した福祉
教育の充実

・保育所地域事業活動（保育交流）
　コロナの影響により休止していた保育交流を、令和4年10月より
園庭解放として実施（各園：毎週水曜日）。
　保育所等を利用していない親子等に保育所を開放し、保育所体験
や保育所入所中の子ども達との交流を通して育児への不安感や孤立
感を軽減し、安心して過ごせる場を提供した。また、相談・助言を
受けやすい環境づくりに努めた。（公立保育所：4か所）

4か所 4か所 100%
障がいの有無に関わらず、保育交流に参加する事で、共に
過ごす楽しさを感じる機会を提供。 保育児童課 ○

④障がい児保育に携わる職
員研修の推進

・保育所運営事業
各公立保育所の担当者が集まる障がい児担当者会議で個別のケ－ス
検討を行い、理解を深め、所内外での研修受講も呼びかけ、全体の
スキルアップに努めた。５年度は担当者会議を４回開催。園外研修
として、二日市東小学校の支援学級・通級指導教室を視察。また、
街道保育所においては年に２回、聖ヨゼフ園の専門の先生をお招き
して公開保育・先生による講義を実施した。

前年実績
担当者会

議
４回/年
研修参加
１回/年

担当者会
議

４回/年
研修参加
１回/年

100%

対象者増や子どもの姿の多様化により対応が困難なケ－ス
が増えており、更なる研鑽をつむ必要がある。
また、体制の充実や研修の機会を確保するため、保育士の
確保も課題である。

保育児童課 ○

保育・教育環境の充実

障がいのある児童の能力や個性を発揮するため、障がいの早期発見、早期療育のための体制づくりや、保育園、幼稚園、小中学校への切れ目のない継続性のある教育指導の充実を図りま
す。
また、幼少期から障がいのある人とない人が互いを理解し、ともに学ぶ教育を進めます。

②子育てに関する相談支援
の強化

①障がい児と障がいのない
子どもの交流
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標４ 子どものすこやかな発達を支援する～療育・保育・教育の環境づくり～

筑紫野市

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

障がいのある就学前児、学校在籍中の児童生徒の保護者との就学・
転籍相談のもと、保護者の意向を十分に反映した相談支援体制を構
築している。

前年実績
16校

16校 100% 今後とも、児童生徒の相談、受け入れ体制の充実を図る。 学校教育課 ○

保育所運営事業（公立保育所における障がい児受け入れ）
子どもや家庭の「困り感」に寄り添い、医療機関や療育機関と連携
しながら保育内容をより充実したものにしていった。

前年実績
12人

9人 75%

各保育所で「支援担当者会議」等各種職員研修を開催する
中で、職員のスキルアップを図り、保育内容の充実に繋げ
ていく。
障がいをもつ保育が必要な児童の受け入れのため、体制の
充実を行う。

保育児童課 ○

⑥家庭児童相談員の相談支
援体制の充実

家庭児童相談業務
「子ども家庭総合支援拠点」として相談員５名体制で家庭内におけ
る相談、関係機関との連携、保護者や子どもへのアプローチ等を
行っている。
令和５年度相談件数9,954件（関係機関との連携数含む。延べ件
数）
家庭児童相談室を中心に、学校や地域等の関係機関と連携し、必要
に応じて情報共有や個別ケ－ス会議、家庭訪問等を実施し、相談支
援を行っている。

7,８６0件
（R４実績

*1.1）
9,954件 126%

令和６年度から「こども家庭センター」を設置。児童福祉
分野と母子保健分野の更なる連携強化等を図っていく。

子育て支援課 ○

障がいのある生徒が在籍する学校と教育委員会とが連携し、各学校
の教育状況を確認指導しながら、必要な教育支援を進めている。

前年実績
16校

16校 100%
今後とも、学校の教育状況を確認しながら必要な教育支援
を行っていく。

学校教育課 ○

保育所運営事業
保育要録での引継ぎのほか、個別のケ－スについては小学校との会
議等で情報共有をしている。

－ － －
引き続き、きめ細やかな情報共有を行い、保育所から小学
校へと切れ目のない支援に努める。

保育児童課 ○

特別支援学校と連携し、4者面談等を実施するなどして学校・行政
が連携を図り、障がいのある子の自立に向けた支援を行っていく。
R５　４者面談実績　小郡特別支援学校２名、太宰府特別支援学校
６名

前年実績
10人

８人 80% 今後も事業を継続する。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑧教育相談、教育指導体制
の充実

保護者の同意のもと各児童生徒に合わせた個別の教育支援計画を策
定し、日々の教育活動を進めている。

前年実績
16校

16校 100%
日々変化する児童生徒の状況を把握し、教育支援計画の見
直しが必要である。

学校教育課 ○

⑨特別支援学校と小学校・
中学校との居住地校交流等
の充実

各特別支援学校からの居住地校交流の申請により、対象校へ交流を
促進している。

前年実績
16校

16校 100%
特別支援学校に在籍する生徒にとって居住地校の生徒との
交流は、同じ地域に居住する児童生徒との数少ない交流の
機会であり、今後とも充実させていく。

学校教育課 ○

⑦学校との連携の強化と障
がい児教育の充実

⑤障がい児の受け入れ体制
の充実
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標４ 子どものすこやかな発達を支援する～療育・保育・教育の環境づくり～

筑紫野市

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

学校だけでなく、幼稚園、保育所、子ども療育相談室などと連携
し、市の支援制度だけでなく県の相談事業等、必要な情報の提供を
進めている。

－ － －

障がいのある児童生徒への対応については、制度の変遷に
伴い年々細やかな対応が求められており、今後とも必要な
情報について、各関係機関と連携しながら提供を行ってい
く。

学校教育課 ○

○発達相談等を通して、療育の利用を希望された場合は障がい児通
所受給者証や特別児童扶養手当の制度に関する案内をしている。
○乳児家庭全戸訪問時に必要と思われるケ－スに対して小児慢性特
定疾病の医療費助成に関する説明を実施

－ － －

R1年度から新規事業として発達障がい児等の家族支援と
して子育て応援教室を療育の専門機関に委託して開催し、
育てにくさを感じる保護者に褒めて育てる支援を実施し
た。今後も継続する。

子育て支援課 ○

広報誌、窓口等での福祉サ－ビスの利用、サ－ビス提供事業所及び
関係団体等について情報提供を行う

－ － － 今後も事業を継続する。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

療育相談室と情報の共有を密にしながら、お互いの相談業務につな
げている。

－ － － 今後とも連携を密にし、各々の業務の充実を図る。 学校教育課 ○

市ホ－ムペ－ジやチラシでこども療育相談室の紹介を実施 － － － 市ホ－ムペ－ジやチラシでの啓発を継続する 子育て支援課 ○

児童発達支援・放課後等デイサービス等の障がい児福祉サ－ビスの提供 － － －
今後もこども療育相談室等と連携した療育相談を行い、必
要であれば障がい児福祉サ－ビスについて情報提供し、利
用につなげていく。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑪こども療育相談室等の事
業紹介及び療育相談や療育
教室等の支援の充実

⑩障がい児の保護者への情
報提供の充実
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標４ 子どものすこやかな発達を支援する～療育・保育・教育の環境づくり～

筑紫野市

基本施策3

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

幼保、小、中、高と切れ目ない情報の共有を図り相談支援体制の強
化に努めている。

－ － －
今後とも、切れ目ない情報の共有、相談支援体制の充実を
図る。

学校教育課 ○

妊娠期から出産・子育て期まで切れ目ない支援を実施するととも
に、関係課、関係機関等との連携・情報共有を図り、相談体制の強
化に務めている。

－ － － 今後も事業を継続する。 子育て支援課 ○

関係各課・医療機関等との連携を強化し、相談支援体制を確保す
る。必要であればケ－ス会議を開催するなどして情報共有に努め
る。

－ － － 今後も事業を継続する。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

①関係機関との連携による
相談支援体制の強化

切れ目のない支援の仕組みづくり

特別な支援が必要な子どもの療育・保育・教育にあたっては、関係する医療、保健、福祉、教育などの専門機関との連携を強化し、切れ目のない支援を行える環境を整えます。
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標５ 地域での参加をうながす～生涯学習の充実及び社会参加の充実～

基本施策1

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①一般教養、家庭教育及び
日常生活等に関する学習機
会の提供の推進

学校生活の中で、交流学級や各学校行事で学習の成果を発表する場
を提供し、各々の能力に応じた参加方法を考えながら、自己実現を
促進している。

前年実績
16校

16校 100%
今後とも、社会への参加を図ることができる場の充実を検
討していく。

学校教育課 ○

②生涯学習関連施設の利用
団体や学習グル－プ等の学
習成果を発表する機会と市
民との交流の推進

「パ－プルプラザフェスタ」を１０月に２日間実施した。様々な団
体や学習グル－プが連携しながら、一般市民を対象に学習成果の発
表の場・交流の場として、作品展示・ステ－ジ発表・バザーなどを
行った。広く一般市民を対象としており、多くの来場者数があっ
た。

10,000
人

3,157人 32%
　今後とも地域におけるなかまづくりや社会参加活動を主
体的に行えるよう支援していく。

生涯学習課 △

健康と福祉に関する情報の住民へのPRと住民参加を目的としてカミ
－リヤフェスティバルを毎年実施している。例年、福祉・ボラン
ティア団体特に障がい者福祉の団体にも多く参加いただいている。
令和５年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とし
た。

－ － －

関係団体で実行委員会を組織して実施している。予算の面
など難しいところもあるが実行委員会で主体的に事業が実
施できるような形態に持っていきたい。また、準備から実
施まで多くの人員を要するので健康推進課だけではなく関
係団体にも事前準備も含めてかかわってもらうように依頼
していきたい。

健康推進課 △

「パ－プルプラザフェスタ」を１０月に２日間実施した。様々な団
体や学習グル－プが連携しながら、一般市民を対象に学習成果の発
表の場・交流の場として、作品展示・ステ－ジ発表・バザーなどを
行った。広く一般市民を対象としており、多くの来場者数があっ
た。

10,000
人

3,157人 32%
　今後とも地域におけるなかまづくりや社会参加活動を主
体的に行えるよう支援していく。

生涯学習課 △

フェスティバルに合わせて展示をするサ－クルの支援 － － －

例年、図書館で活動をしている文科系サ－クルがフェス
ティバルに合わせて展示をしている。フェスティバルの充
実のために図書館としてどのように関わっていけるか今後
検討する。

文化・スポ－ツ振
興課

○

④障がいへの理解に関する
ビデオや図書などの教材の
充実

人権啓発の視聴覚教材を毎年予算化して購入しており、障がい者問
題に関する視聴覚教材も随時充実を図っている。（令和４年度：未
購入、令和５年度：未購入）

－ － －
予算が限られているが、啓発のため購入するよう努めてい
く。

教育政策課 △

生涯学習の推進

障がいのある人が文化・芸術活動の楽しさを知り、自己実現や社会参加が図られるよう、障がいのある人が参加する文化・芸術サ－クル等を支援します。また、こうした活動を通して障が
いのある人もない人も相互に理解しあうよう交流を促進します。さらに、障がいのある人が文化・芸術活動等に積極的に参加できる環境づくりとして、障がいのある人の学習成果の発表の
場を提供することで参加促進を図ります。

筑紫野市

③生涯学習フェスティバル
の充実
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標５ 地域での参加をうながす～生涯学習の充実及び社会参加の充実～

筑紫野市

基本施策2

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①障がいのある人のための
スポ－ツ指導員の育成、活
動支援

スポーツ推進委員研修会においてニュースポーツ体験を実施 －

ニュース
ポーツ事

業
9回

－
今後もスポーツ推進委員を中心に、ニュースポーツが地域
に普及するよう努める。

文化・スポ－ツ振
興課

○

②生活習慣病の予防、健康
増進のため、気軽にできる
ウォ－キング等の普及啓発

ウォ－キングに親しむ機会を設け、市民の健康づくりにつなげるこ
とを目的として万葉の里ちくしのウォ－キング事業を実施した。チ
ラシの全戸配布など、障がい者を含む市民に広く呼びかけを行っ
た。
令和５年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止とし
た。

500人 － －
年齢や体力に応じてウォ－キングコ－スや企画を複数設定
しているが、障がいの特性に配慮したものにはなっていな
い。

健康推進課 △

③障がいのある人のための
スポ－ツ教室の推進

筑紫野市身体障害者福祉協会の活動支援（スポ－ツ教室、交流会等
への補助）

－

スポーツ
教室参加

者数
延べ219

人

－

各種スポ－ツ大会やイベントに参加し、会員同士や健常者
との交流が行われているが、新規加入者が少なく、また高
齢化のため退会者が増えている。
今後、新規会員を増やすために窓口でチラシを配布するな
どして周知を図る。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

ニュースポーツ広場やスポレクフェスタを実施する際に、広報やHP
等で障がい者を含む市民に広く呼びかけを行った。

－ － － 今後も、障がいのある人の参加促進に努める。
文化・スポ－ツ振
興課

○

障がい者スポ－ツ大会、ボウリング大会等の周知、参加受付 － － －
今後も、障がい者スポ－ツ大会等のポスタ－の掲示及び広
報誌への掲載を通して参加を促していく。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

生涯スポ－ツ活動の推進

社会福祉協議会をはじめ、福岡県障がい者スポ－ツ協会やスポ－ツ推進委員等と連携し、障がい者スポ－ツ教室やスポ－ツフェスタ等を開催して、障がいのある人がスポ－ツに親しむ機会
を拡大します。また、障がい者スポ－ツの普及・振興のため、指導員の育成に努めます。

④スポ－ツフェスタ等の参
加促進及び広報活動の推進
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標５ 地域での参加をうながす～生涯学習の充実及び社会参加の充実～

筑紫野市

基本施策3

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

手話通訳者、要約筆記者の派遣 － － －
講演会や研修会等の文化活動へ参加できるよう、今後も手
話通訳者、要約筆記者派遣の依頼受付、派遣を行ってい
く。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

対面朗読室、拡大読書器、点字資料、声の広報、議会だよりの設
置。
令和4年度から音声読み上げ機能等を備えた電子図書館を導入。

－ － －
読書バリアフリー法の施行に伴い、対面朗読室等の読書
サービス利用や電子図書館利用の周知を図っていく。

文化・スポ－ツ振
興課

○

②手話通訳者の充実
手話通訳者の派遣、手話奉仕員養成講座の実施

前年実績
派遣384

件

派遣302
件

78%
引き続き事業を継続する。
R5年度の手話通訳派遣件数が減少した理由は、手話通訳
利用者の通院状況が変化して利用回数が減ったため

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

本市ホ－ムペ－ジにおけるウェブアクセシビリティへの対応
障害者差別解消法の施行（H28.4.1）に伴い、本市ホ－ムペ－ジを
日本工業規格（JIS X 8341-3:2016）の達成等級AAに準拠させ
ることで、取り組みを推進しています。

100% 100% 100%
今後も、定期的に試験を行い、達成基準を維持してまいり
ます。

企画政策課 ○

手話通訳者用の携帯電話をスマートフォンに変更し、手話通訳者が
利用者と同席できない場合においてビデオ通話による遠隔手話通訳
が可能となる体制を整えている。

－ － －
今後もITや福祉用具による情報提供体制の整備については
どのような情報支援機器が必要かを検討していく。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

③情報支援機器やソフト
ウェア等の活用（新規）

情報コミュニケ－ション支援の充実

障がいのある人に対する情報提供を確保するため、広報紙等の音訳化を継続して行い、また、点字化の支援を実施するとともに、ＩＴや福祉用具による情報提供体制の整備に取り組みま
す。また、障がいの特性に応じて、講演会や研修会への手話通訳者、要約筆記者の派遣を実施します。
視覚障がいのある人や聴覚障がいのある人に対する点字や音声、手話等による情報支援のため、市役所等の窓口業務の円滑化等に必要な情報支援機器やソフトウェア等の整備を推進しま
す。

①文化活動等へのコミュニ
ケ－ション支援
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標６ 個々の状況に応じた就労支援を行う～雇用・就労の促進～

基本施策1

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

ホ－ムペ－ジ等で、相談窓口の周知 － － － ホ－ムペ－ジや相談窓口で、事業の周知をする。 商工観光課 ○

福岡県やその他関係機関が実施する障がい者雇用に関する講座・講
演会等への参加・周知

－ － －
今後も関係講座・講演会等があれば参加・周知を行い、職
員及び市民への啓発を行っていく。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

筑紫野市

①障がい者雇用に関する啓
発（新規）

障がいのある人の就労に対する理解促進

ハロ－ワ－ク、商工会との連携により、障がいや障がいのある人への理解や就労環境の改善促進のための啓発活動を行うことで、障がいのある人のさらなる就労の拡大を図ります。
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標６ 個々の状況に応じた就労支援を行う～雇用・就労の促進～

筑紫野市

基本施策2

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

ホ－ムペ－ジ等で、相談窓口の周知 ー － － ホ－ムペ－ジや相談窓口で、事業の周知をする。 商工観光課 ○

福岡県やハロ－ワ－ク等が実施する各種助成制度の周知（窓口等で
事業主からの相談があれば、福岡障害者職業センタ－等の相談窓口
を紹介し、各種助成制度の周知へとつなげる。また、障がいのある
人が働きやすい場の拡大や環境改善の働きかけへとつなげてい
く。）

－ － － 今後も事業を継続する。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

②市職員の採用について
は、法定雇用率を遵守する

・職員採用試験の実施において、車いすの受験生にも対応できる会
場設営を行った。
・障がいのある人の就労機会の拡大のため、令和6年4月付けで正規
職員１名及び会計年度任用職員４名を選考により任用するなど就労
機会を増やすための取り組みを継続した。

2.60% 2.73% 105%

障害者雇用促進法の改正に伴い地方公共団体の法定雇用率
が、令和5年度2.6%、令和６年４月から2.8%、令和８年
７月から3.0%に段階的に引き上げとなることを踏まえ、
計画的に職員を採用することで地方公共団体の責務として
法定雇用率を遵守する。

人事課 ○

③就労に向けた訓練事業の
実施

障がい福祉サ－ビスの給付により、障がいのある方の就労に向けた
訓練等を行う。個－により障がいの特性が異なるため、本人のペ－
スに合わせた訓練内容となるように事業所や計画相談支援事業所と
連携を取り、サ－ビスの利用状況を随時確認していく。（就労移行
支援、就労定着支援）

前年実績
平均

44.66人
/月

平均
47.83人

/月
106% 今後も事業を継続する。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

④就労支援体制の構築 障害者就業・生活支援センタ－との連携を取り、本人の就労面や生
活面から支援を行い、就労へとつなげていく支援体制を整える。

－ － － 今後も事業を継続する。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

ホ－ムペ－ジ等で、相談窓口の周知 － － － ホ－ムペ－ジや相談窓口で、事業の周知をする。 商工観光課 ○

事業主からの相談があれば福岡障害者職業センタ－等の関係機関を
紹介し、主治医との連携のもとで精神障がいのある方の職場復帰・
雇用継続のための専門的な支援窓口へとつなげていく。

－ － － 今後も事業を継続する。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

⑥障がい者就労施設等への
業務委託や物品の調達の推
進（新規）

各課の回答は【全課6-2-6】シ－トを確認ください。
※進捗状況表　52～53ページ参照

全課

⑤精神障がいのある人の雇
用促進（新規）

①障がい者雇用に係る各種
助成制度の情報の周知

多様な雇用・就労の促進

障がいのある人が就労できるよう、商工会や、ハロ－ワ－クと連携し、障がいのある人の労働環境の改善、職場・職種開発等働く場の拡大や環境の改善を働きかけ、安定した雇用ができる
よう努めるとともに、障がいの特性に応じた訓練の場の提供、さまざまな勤務形態の普及を事業所等に働きかけます。また、働く意欲や能力がある障がいのある人の就労の機会を拡大する
ため、引き続き市職員の採用については、障がい者雇用率を遵守するとともに、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が平成25年４月から施行された
ことから、市の業務委託や物品の調達について方針を策定し、障がい者施設からの調達を推進します。
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標６ 個々の状況に応じた就労支援を行う～雇用・就労の促進～

筑紫野市

基本施策3

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①ジョブコ－チの活用促進
（新規）

福岡障害者職業センタ－が行うジョブコ－チ派遣制度の周知を図
り、事業主と障がいのある人への支援を行うことにより職場適応・
定着へとつなげていく。

－ － － 今後も事業を継続する。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

②福祉的就労場所の確保
（新規）

障がい福祉サ－ビス（就労継続支援A型、就労継続支援B型）の給付

前年実績
平均

379.75
人/月

平均
414.66

人/月
109%

今後も障がい福祉サ－ビスの給付を行い、障がい特性や能
力に応じた働く場を提供していく。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

障がいのある人と事業主に対し、雇用の前後を通じて障がいの特性を踏まえた直接的・専門的な援助を行うジョブコ－チの活用を生活支援センタ－と連携し推進します。
身近な地域での福祉的就労場所の確保のため、地域バランス等も考慮する中で、通所による就労移行・就労継続支援施設等の整備を支援します。

就労定着支援
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標７ 地域で安心して暮らせる環境づくりを支援する～福祉のまちづくり～

基本施策1

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①バリアフリ－新法、福岡
県福祉のまちづくり条例等
に基づく計画的な整備の推
進

バリアフリ－新法、福祉のまちづくり条例に基づく開発指導を行う － － －
法令、条例に基づく指導を行っているが、現地の地形等で
困難な場合がある。

維持管理課 ○

筑紫野市交通等バリアフリ－基本構想に基づく、障がい者に配慮し
た道路維持工事を行うよう意識する

－ － －
道路補修など、障がい者に配慮した工事を行うようにして
いるが、現地の地形を考慮する必要がある。

維持管理課 ○

JR二日市西口駅前広場新設工事でバリアフリーに配慮した
設計・施工を実施。

－ － － 今後も、バリアフリーに配慮した設計・施工に努める。 土木課 ○

③公共施設等のバリアフリ
－化の推進

道路の維持補修、公園の維持補修について、障がい者に配慮した維
持補修を行うよう意識する

－ － － 今後も継続して障がい者に配慮した維持補修工事を行う。 維持管理課 ○

基本施策2

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①「すこやかライフガイド
ブック」の配布及び周知

窓口で市民の方に「すこやかライフガイドブック」を配布・説明を
行い、障がい者福祉制度の周知を図る。また、関係課や関係団体に
も必要があれば配布する。市HPでも確認できるようにしている。

前年実績
印刷部数
650部

印刷部数
530部

81%
今後も事業を継続する。内容については定期的に見直しを
行い、理解しやすい内容となるように努める。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

②重度障がい者に対する福
祉タクシ－利用券の交付

在宅の重度障がい者等に対して福祉タクシ－利用券を交付し、タク
シ－料金の一部を助成することによって移動手段を確保し、社会参
加を促している。（年間４８枚・初乗り運賃５８０円を控除）

前年実績
配布数

40,176
枚

配布数
39,984

枚
99%

引き続き事業を継続する。
R6年度より、年間６６枚・１枚あたり５００円を控除
し、１回の乗車につき２枚まで利用できるように変更し、
利用しやすくなっている。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

③身体障がい者の自動車運
転免許取得に要する費用の
一部を助成

身体障害者手帳の交付を受けた者が自動車運転免許を取得する際
に、自動車学校に係る費用の一部を助成している。
（100,000円を限度として助成）

前年実績
0人

0人 0%
利用実績が少ないため、今後窓口等で事業の周知を図って
いく。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

④自動車の運転に必要な改
造に要する費用の一部を助
成

身体障害者手帳の交付を受けた者が、自ら所有し運転する自動車を
改造する場合に、その改造費を助成している。
（100,000円を限度として助成）

前年実績
２人

２人 100% 今後も事業を継続していく。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

重度障がい者に対する福祉タクシ－利用券の交付等、障がいの特性を考慮して、移動手段の確保を図ります。

筑紫野市

②『筑紫野市交通等バリア
フリ－基本構想』に基づく
バリアフリ－化の徹底

福祉のまちづくりの推進

既存の施設や新たに建設する施設のバリアフリ－化を行う際には、障がいのある人の立場に立った利用しやすい施設をめざし、障がいのある人の意見を積極的に反映させるとともに、案
内・誘導装置の設置や障がい者用駐車場の確保、スロ－プの整備、すべての人に配慮した使いやすいトイレの整備などを推進します。また、民間施設等に対しても、バリアフリ－化やユニ
バ－サルデザイン導入を働きかけます。

交通移動サ－ビスの推進
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標７ 地域で安心して暮らせる環境づくりを支援する～福祉のまちづくり～

筑紫野市

基本施策3

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

○高齢者等住宅改修費助成事業、住宅改修費支給（介護保険）の実
施
○市ホ－ムペ－ジ、介護保険制度パンフレット等を活用した住宅改
造費助成制度の周知

前年実績
高齢者等
住宅改修
費助成：

７件
住宅改修
（介護保
険）：
395件

高齢者等
住宅改修
費助成：

５件
住宅改修
（介護保
険）：
371件

94%
住宅改造費用助成制度に関して、市HP・介護保険制度パ
ンフレット等にて周知を図った。
今度も継続していく。

高齢者支援課 ○

障がい要件を満たしている障がい児及び障がい者に対して、住宅改
造費の一部助成を行っている。居宅生活動作補助用具（住宅改修
費）の給付実施（200,000円を限度として助成・利用できるのは一
度だけ）

前年実績
2件

２件 100%
今後も窓口等で「すこやかライフガイドブック」を活用し
て周知を図っていく。

生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

福岡県の住宅改造助成事業費の維持・活用。
高齢者・障がい者を対象とする市の住宅改造費の助成事業におい
て、県の負担（５０％）を維持し、市の負担と共に、住宅改造を必
要とする障がい者に活用する。

－ － － 今後も事業を継続する。 高齢者支援課 ○

全国市長会への要望実施 － － － 今後も事業を継続する。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

住宅環境整備の推進

障がいのある人の身体状況や家族の介護に配慮した住環境を整備するため、居室、トイレ、浴室、階段等の改造や手すり、スロ－プ等の改修費用を助成します。

①住宅改造費用助成制度の
充実と周知

②公的援助制度の充実を
国、県へ要望
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標７ 地域で安心して暮らせる環境づくりを支援する～福祉のまちづくり～

筑紫野市

基本施策4

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

・食の自立支援事業の実施
・緊急通報装置貸与事業の実施
・災害時要援護者制度の啓発
・見守り体制の維持・構築を目的とした必要な情報の提供
・地域住民や関係機関・団体等との連携強化

見守り協
力業者
1１社

見守り協
力業者
１１社

100%

名簿の配付や事業の周知啓発など、在宅福祉サ－ビスを活
用した取り組みは引き続き継続。
見守り協力事業者との協定締結の増に努める他、締結企業
に関する体制や通報件数等の現状把握を行い、連携がより
強いものとなるよう努めていく。
行政区や民生委員児童委員協議会との情報交換について
は、継続するとともに定期的に行われる地域等を増やして
いく。
※活動によって回数や頻度が違うので、回数や人数は記載
していない。

高齢者支援課 ○

自立した食生活を営むことが困難で、訪問による安否確認、または
声かけなどによる地域での見守りを必要とする障がいのある方の自
宅に訪問し、夕食を配達している。

前年実績
平均

5人/月

平均
4人/月

80% 今後も事業を継続する。
生活福祉課（障が
い者福祉担当）

○

②避難路、避難場所の周知
及び普及啓発の推進 ハザ－ドマップの作成、ホ－ムペ－ジへの掲載及び防災出前講座に

よる普及啓発
－ － －

作成したハザードマップの配布及びホームページへの掲載
をし、啓発を進める
関係課と連携して要配慮者に対する啓発を進める。

危機管理課 ○

③自主防災組織の推進及び
育成強化

自主防犯防災組織設置や組織体制確立のための助言等の協力

自主防災組
織を設置し
ている行政

区数
82行政区

82行政区 100% コミュニティ単位での防犯防災活動を促進する。 危機管理課 ○

④防犯・防災に関する講習
会等の推進 防災出前講座の実施

前年実績
１５回

27回 180% 引き続き防災出前講座を行う。 危機管理課 ○

⑤地域ぐるみにおける防
犯・防災体制の促進と普及
啓発の推進 防災出前講座の実施及び自主防犯防災組織の設置や組織

防災出前
講座

前年実績
１５回

27回 180%
コミュニティ単位での防犯防災活動を促進するとともに、
引き続き防災講座を行う。

危機管理課 ○

防犯・防災対策の推進

障がいのある人の防犯・防災に関する知識の普及と意識向上を図るため、パンフレットの配布等により啓発に努めます。
また、障がいのある人だけでなく、子どもや高齢者が地域で安心して暮らせるよう、自治会、民生委員・児童委員と連携して要配慮者を地域全体で見守る「見守りネットワ－ク」の構築を
支援し、日常の見守りや災害等緊急時の避難誘導体制の整備に努めます。
安否確認や急病等の緊急時に対応できる仕組みを構築するとともに、障がいのある人の防災訓練への参加促進を通じて障がいのある人とない人が地域でともに支え合う体制づくりをめざし
ます。
さらに、避難後の支援として、福祉避難所として利用可能な施設の選定と指定について検討し、避難所の整備にあたっては、段差の解消、手すりや誘導装置、障がい者用トイレの設置など
施設の環境について配慮します。また、避難所での視覚障がい者・聴覚障がい者への情報提供方法についても配慮します。

①見守りネットワ－クの推
進（新規）
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標７ 地域で安心して暮らせる環境づくりを支援する～福祉のまちづくり～

筑紫野市

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

一人暮らしの高齢者や心身障がい者に緊急通報装置を貸与し、急病
や災害等の緊急時に２４時間体制で対応している。

前年実績
障がい者
への貸与
登録者

数：３名

障がい者
への貸与
登録者

数：３名

100% 今後も継続していく。 高齢者支援課 ○

災害時に何らかの手助けを必要とする高齢者や障がい者等を、災害
時等要援護者登録台帳に登録し、区長や民生委員・児童委員及び地
域の自主防災組織等に名簿を配布する。この名簿を平常時には見守
り用として、災害時には安否確認や避難支援用として活用する。
本事業の周知のため、区長や民生委員・児童委員、各コミュニティ
運営協議会への出前講座の実施や市民に対するチラシの配布等を行
う。

3,000人 2,129人 71%

要援護者登録数は増加している。また出前講座の実施によ
り制度の啓発に取り組んでいるが、登録者数の増加によ
り、支援者充足率は低下している状況となっている。
出前講座等での周知に努め、支援者の役割や責任、制度に
対する理解を広めていく必要がある。
成果指標：要援護者登録数

生活福祉課
（地域福祉担当）

△

・区長及び民生委員に対し、６５歳以上の高齢者名簿を配付。とく
に民生委員に対しては年１回全委員に配布し、見守りに必要な情報
を提供。
・行政区や民生委員児童委員協議会によっては、地域包括支援セン
タ－と定期的に情報交換を行うなどし、日頃の見守り活動によって
把握した在宅福祉サ－ビスの1つである緊急通報装置の貸与事業にお
いては、設置の際に協力員２名の配置を義務付け、協力員は親族の
他はできるだけ近隣者になっていただくよう助言を行い、見守りの
きっかけとなるよう努めている。

~ー ー － 今後も継続していく。 高齢者支援課 ○

各種相談事業の実施 － － －

児童への対応に関しては、民生委員・児童委員等との連携
は欠かせない。今後も、将来的な「地域包括ケアシステ
ム」構築を見据えた地域との連携の強化及び体制づくりに
努める。

子育て支援課 ○

地域包括ｹｱ推進会議に事務局として参加し、生活支援・介護予防部
会に所属して活動している。

－ － －
今後も継続して参加し、各団体の代表者と活発な情報交
換・意見交換を行っていく。

生活福祉課
（地域福祉担当）

○

⑧福祉避難所の設置増（新
規）

市内福祉施設との協定締結 － 2か所 － 引き続き福祉施設との協定締結を進めていく。 危機管理課 ○

基本施策5

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

①警察と連携し、歩道や点
字ブロック上の違法駐輪等
の取り締まりを強化する

市内の巡回時における違法駐輪等の取り締まり － － －
歩道の整備、管理を行う上で違法駐輪等を発見した際に
は、警察に通報するなどして取り締まりを強化していく。

維持管理課 ○

障がい種別のニ－ズの違いに配慮しつつ、利用しやすい標識等の整備充実を図ります。歩道や点字ブロック上の違法駐車や放置自転車をなくすよう、関係団体や関係機関との連携強化や市
民モラル向上のための広報活動を行います。

交通安全体制の充実

⑦「地域包括ケアシステ
ム」構築を見すえた民生委
員・児童委員・福祉委員等
及び地域住民相互の安否確
認体制づくりの推進

⑥緊急通報システムの充実
及び緊急時の連絡体制の強
化
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筑紫野市
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表　（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標１  相互に理解し、共に生き、支えあう地域福祉を推進する（全課回答１－１－７）

基本施策1

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

視覚…声の議会便りのテ－プ貸与
聴覚…申し出があった場合、手話通訳にて対応

前年実績
テ－プ貸
与９人

テ－プ貸
与７件

77% 今後も事業を継続する。 議事課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせて行う。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。 秘書広報課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせて行う。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。 企画政策課 ○

・肢体不自由の職員について、①職員駐車場のエレベ－タ－に最も
近い区画を優先的に割り当てた。 ②身体障がい者が運転できるよう
改造した公用車を配備した。③車椅子を使用する職員のために、段
差のある出入口にスロ－プを設置し、共用の備品を手の届きやすい
場所に配置した。
・職員を採用、任用する過程で、職場環境などで配慮すべき事柄が
ないか数回にわたり聞き取りを行うことで安心して就労が開始でき
る体制を整備した。

－ － －
障がいの種類、程度に応じて本人、職場と十分協議を行い
ながら合理的配を促進する

人事課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を特性に合わせて行う。

－ － － 今後も状況に応じた対応を心掛けていく。 総務課 ○

合理的配慮が求められた際には可能な限り対応する。 － － － 今後も状況に応じた対応を心掛けていく。 財政課 ○

情報伝達手段の周知及び検討 － － －

防災情報の伝達手段の周知を継続して行い、新たな伝達手
段について検討していく。
発災後の避難生活に支障が出ないよう防災出前講座での啓
発、福祉避難所の追加等を行っていく。

危機管理課 ○

庁舎についてはバリアフリ－に配慮し、各階に多目的トイレを設置
している。さらに、入口近くには「まごころ駐車場」６台を設置し
ている。
また、各種事業において、障がいを理由とした差別の解消、及び合
理的配慮の促進に努める。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。 管財課 ○

筑紫野市

⑦合理的配慮の促進（新
規）

障がいを理由とした差別の解消の推進

日常生活の場や教育、雇用の場など、様々な場において、障がいを理由とする差別の禁止に向けた講演会、広報等の啓発活動を行うとともに、差別を受けた場合等の相談支援体制の充実を
図ります。
行政機関等においては、障害者差別解消法第７条に基づく禁止事項や義務化された事項に基づき、合理的配慮を求められた場合や差別を受けた場合に適切な対応ができるよう市職員に向け
た研修等を実施し、対応します。
また、すべての障がいのある人が安心して暮らせるよう権利擁護の推進に努めます。
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表　（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標１  相互に理解し、共に生き、支えあう地域福祉を推進する（全課回答１－１－７）

筑紫野市

具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

各隣保館に車イスを配置し、取り組みに参加しやすい環境を作る。
隣保館数

４
配置館数

４
100% さらに参加しやすい環境づくりを進める。

人権政策・男女共
同参画課

○

各コミュニティセンタ－（７か所）における点字タイル設置、多目
的トイレまたは身体障がい者用駐車場などの施設整備

７か所 ７か所 100% 引き続き施設整備の点検、整備を行う。
コミュニティ推進
課

○

視覚や聴覚、身体等何らかの差し障りがある方について、本人の了
承を得たうえで代筆や筆談等を職員がサポ－トし対応している。

前年実績
10回

10回 100%
職員の対応力を高めるため、法令等の理解を深め、様々な
機会をとらえて資質の向上を図っていく。

市民課 ○

納税通知書の宛名に点字テ－プを利用する。
（実施件数：０件）

－ － － 納税者からの要望があれば、対応していく。 税務課 ○

筆談ボ－ドを設置するなど現状を維持するとともに、障がいの種類
等に応じた合理的な配慮を提供する。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。 収納課 ○

筆談ボ－ドを設置するなど現状を維持するとともに、障がいの種類
等に応じた合理的な配慮を提供する。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。 国保年金課 ○

○食育講演会、心の健康づくり講演会で手話通訳を配置
○カミ－リヤフェスティバルエントランスホ－ルイベント（開会式
や閉会式等）で手話通訳スタッフを配置。（R５は未実施）
○問い合わせ窓口記載時にFAX番号を記載
○集団健診申込者のうち、介助が必要な方には事前の申し込みはが
きで把握
○健康推進課受付窓口に「耳マ－ク表示板」を設置

－ － －
ホ－ムペ－ジの新規作成時に音声ガイド対応にすることを
課内職員へ周知徹底をする。

健康推進課 ○

子どものための教育・保育給付事業
・保育所の入所調整に際し、障がい者世帯の児童の優先的利用につ
いて配慮を行った。（10点もしくは15点加点して入所調整を行
う。）
・一定の収入以下（市民税所得割額77,101円未満）の障がい者世
帯について保育料の軽減を行った。

－ － － 国の制度等を踏まえ、継続して実施する。 保育児童課 ○

個－の障がい特性に応じた窓口・電話対応
筑紫野市職員対応要領に基づく相談窓口として、市役所内外の合理
的配慮に関する問い合わせに対応している。
車椅子の方への配慮、手話や筆談でのコミュニケ－ション、知的障
がいや精神障がいの方が理解しやすい説明の仕方、その方のペ－ス
に合わせるなど、個－の障がいに応じた対応を行う。

－ － －

今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。
また、R6年4月より事業者による障がいがある人への合理
的配慮の提供が義務化されるため、R6年度に、各課等に
対し、筑紫野市職員対応要領を再周知する。

生活福祉課 ○

⑦合理的配慮の促進（新
規）
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表　（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標１  相互に理解し、共に生き、支えあう地域福祉を推進する（全課回答１－１－７）

筑紫野市

具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

生活保護相談、暮らしの困りごと相談において、相談者個別の状況
に応じた相談体制をとっている。
相談のために来庁することが困難な市民もいるため、訪問による相
談ができる体制をとっている。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。 保護課 ○

障がいのある人や家族等への対応について、状況に応じた相談がで
きるよう努めている。また、合理的配慮への理解を深めるために関
係機関との情報交換や関係事業所への情報提供を行っている。

－ － －
今後も状況に応じた対応に努めるとともに、合理的配慮に
ついての理解を深めるために関係機関との連携を図ってい
く。

高齢者支援課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせて行う。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。 都市計画課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を特性に合わせて行う。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。 建築課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせて行う。

－ － －
合理的配慮を求められた場合や差別を受けた場合に適切な
対応が出来るように関係研修等に積極的に参加する。

土木課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせて行う。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。 維持管理課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせて行う。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。 区画整理課 ○

○環境課窓口は２階にあるため、総合案内等に来庁され要請を受け
た場合は、職員が相談者の元へ直接出向き、必要な書類の手続きも
その場で行うようにしている。
○指定ごみ袋にエンボス加工を施すことで、視覚障がい者が判別で
きるようにしている。

－ － －

市民に配布する啓発冊子等では、音声読み上げ等の配慮が
できていないため、配慮の内容を検討する必要がある。
耳の不自由な方のため、粗大ごみの収集依頼をFAXでも行
えるようにしている。今後も継続します。

環境課 ○

⑦合理的配慮の促進（新
規）
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表　（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標１  相互に理解し、共に生き、支えあう地域福祉を推進する（全課回答１－１－７）

筑紫野市

具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

ホ－ムペ－ジを障がい者の方がより見やすくなるよう工夫する － － － ウェブアクセシビリティの改善を図った。 農政課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせて行う。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。 商工観光課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせて行う。

－ － － 今後も状況に応じた対応を心がけていく。
上下水道料金総務
課

○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章の読み
上げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせて行
う。

－ － － 今後も状況に応じた対応を心がけていく。 上下水道工務課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせて行う。

－ － － 今後も状況に応じた対応を心がけていく。 会計課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせて行う。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。 教育政策課 ○

障がいのある児童生徒が合理的な配慮を踏まえた教育を受けること
ができるように、特別支援学級等を設置し、保護者の意向により入
級を認めている。

16校 16校 100%
年々、入級者が増加しており、教室、担任、支援員等の人
材や財源等が不足している。

学校教育課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせて行う。

－ － － 今後も状況に応じた対応を心掛けていく。 学校給食課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせて行う。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。 生涯学習課 ○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動手段といった対応を、特性に合わせて行う。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心掛けていく。
文化・スポ－ツ振
興課

○

耳の不自由な人に対する筆談や目の不自由な人に対する文章読み上
げ、車いすの人の移動支援といった対応を、特性に合わせておこな
う。

－ － － 今後も、状況に応じた対応を心がけていく 文化財課 ○

⑦合理的配慮の促進（新
規）
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表　（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標１  相互に理解し、共に生き、支えあう地域福祉を推進する（全課回答１－２－３）

基本施策2

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

広報紙への掲載依頼があった際には、わかりやすいレイアウト、平
易な文章および大きな写真等を採用しながら誰にでも伝わりやすい
ものにするよう努め、場づくりのための情報提供を行う。

－ － －
より伝わりやすい広報紙にするための検討を今後も続けて
いく。

秘書広報課 ○

障がい者団体と連携しながら、地域交流促進事業（カヌ－大会・子
どもまつり・オ－タムコンサ－ト）を実施する。

イベント
数
３

実施数
３

100% 今後も継続し、さらに連携を図る。
人権政策・男女共
同参画課

○

各コミュニティ運営協議会に設置された福祉に関わる事業を行う部
会との連携

部会数
７

部会数
７

100%
各コミュニティの福祉関係部会と担当レベルでの調整を行
い、市との連携が可能な事業を検討していく。

コミュニティ推進
課

○

子育て支援センタ－・つどいの広場事業
親子教室や育児相談等を行い、就学前の子どもや保護者に遊びや交
流の場を提供している。

－ － －

障がいの有無に関わらず、親子教室や育児相談等の実施を
通して、就学前の子どもや保護者に青美や交流の場を提供
している。
引き続き事業の充実を図る。

子育て支援課 ○

講座や各種行事等の際には、必要があれば手話通訳者を派遣した
り、車いすの無料貸し出し（1週間程度）を行い、講座や各種行事
に参加しやすい環境づくりを進める。

前年実績
車いす貸
し出し数

３６

車いす貸
し出し数

４８
133% 今後も継続していく。 生活福祉課 ○

・単位シニアクラブ及び市シニアクラブ連合会が行う各種事業への
活動助成金の交付。
・介護予防に質する活動を行っている地域団体に対する講師派遣等
の活動支援事業。
・市民協働事業（介護を考える家族の会による介護者のつどい、ミ
ニサロン、相談事業）

－ － －

・単位シニアクラブ及び市シニアクラブ連合会への助成金
の交付を継続する。
・介護予防活動を継続的に行っている団体への支援につい
ては、健康推進課を主とし、高齢者支援課（地域包括支援
センタ－含む）・社会福祉協議会とで連携を図りながら、
長期的に継続できるよう支援体制の構築を図っていく。
・筑紫野市介護を考える家族の会への支援は継続してい
く。

高齢者支援課 ○

祭り会場の車両通行、駐車を許可 － － －
会場付近の障がい者向け駐車場の利用について、当日の警
備員を含めた関係者に対して、今後も継続して周知・徹底
を行う。

商工観光課 ○

筑紫野市

③講座や各種行事、スポ－
ツ大会等に参加交流できる
場づくり

交流活動の推進

市や地域において開催される講座や各種行事、スポ－ツ大会等において障がいのある人もない人も気軽に参加できるよう、情報提供等必要な施策を推進します。
また、障がい者施設や障がい者福祉団体などが行う交流事業や学校教育における体験交流、地域と関係団体や障がいのある人の交流など交流機会の拡充に努めます。
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表　（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標１  相互に理解し、共に生き、支えあう地域福祉を推進する（全課回答１－２－３）

筑紫野市

具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

講演会の開催時に、手話通訳者・要約筆記者を配置、車いす専用ス
ペ－スの確保をしているが、令和５年度は荒天により１回中止と
なった。

2回 1回 50% 今後も継続していく。 教育政策課 △

障がいのある児童生徒が、学校生活において開催される各種行事に
参加できるよう、各自の障がいの特性に応じた参加の方法を検討
し、参加交流できるよう工夫している。

16校 16校 100%
今後とも、障がいの有無にかかわらず、全ての児童生徒が
分け隔てなく参加できるよう、工夫を凝らしながら行事を
行っていく。

学校教育課 ○

講座等への参加希望があった場合には、障がいの有無に関係なく、
参加者の個性や要望に応じて最大限講座を楽しんでいただけるよう
な配慮を行う予定である。（令和５年度相談なし）

－ － －
屋外開催の講座の募集時に介助が必要な方への対応等を明
記していないため、受講を断念している可能性がある

環境課 ○

ニュースポーツ体験会、スポレクフェスタを実施。 － － －

講座については、今後どのような工夫が出来るか検討す
る。ブックスタ－トについては、点字絵本との交換につい
て周知する。
スポーツイベントについても、引き続き障がいの有無に関
わらず、参加できるようなニュースポーツなどを企画す
る。

文化・スポ－ツ振
興課

○

③講座や各種行事、スポ－
ツ大会等に参加交流できる
場づくり
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表　（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標２ 自立生活を支援する福祉サ－ビスの推進　～福祉サ－ビスの充実～（全課回答２－２－１３）

基本施策2

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

窓口に「耳マ－ク表示板」を設置 1 1 100%
引き続き「耳マ－ク表示板」及び筆談ボ－ドの設置を継続
する。

議事課 ○

受付窓口に「耳マ－ク表示板」を設置。 1 1 100%
1セット設置済。今後も、来庁者が不便を感じることが無
いような対応を心掛けていく。

秘書広報課 ○

受付窓口に「耳マ－ク表示板」を設置。 1 1 100%
R4.4に1セット設置済。今後も、来庁者が不便を感じるこ
とが無いような対応を心掛けていく。

企画政策課 ◎

総合案内において、「耳マ－ク表示板」を設置し、必要に応じて筆
談等の対応を行っている。

1 1 100% 今後も継続していく。 総務課 ○

窓口に「耳マ－ク表示板」を設置 1 1 100% 今後も継続していく。 財政課 ○

窓口に「耳マーク表示板」を設置。
災害時の一時避難所及び二次避難所に「耳マーク表示板」を設置。

16 16 100% 今後も継続していく。 危機管理課 ○

窓口に「耳マ－ク表示版」を設置 1 1 100% 今後も継続していく。 管財課 ○

各窓口に「耳マ－ク表示板」を設置
窓口数

５
設置数

５
100% 今後も継続していく。

人権政策・男女共
同参画課

○

各コミュニティセンタ－へ設置 7 7 100%
引き続き設置を行い、破損、汚れなどあった場合には新調
する。

コミュニティ推進
課

○

必要な方が利用しやすいように窓口に「耳マ－ク」の案内表示を設
置している。

１回 １回 100% 今後も継続していく。 市民課 ○

窓口に「耳マ－ク表示板」を設置し、筆談ボ－ドで対応することを
周知している。

1 1 100%
筆談ボ－ドの利用はなかったが、今後も継続して対応して
いく。

税務課 ○

窓口に「耳マ－ク」を設置　筆談ボ－ドの設置 1 1 100% 窓口に「耳マ－ク」を設置　筆談ボ－ドの設置 収納課 ○

筑紫野市

⑬公共施設での「耳マ－ク
表示板」設置の推進

在宅福祉サ－ビスの充実

在宅生活を支援するための障がい福祉サ－ビスを利用しながら、自立した生活を送れるよう、障がいの種類にかかわらず安定したサ－ビスの提供とニ－ズに応じた生活支援策の充実を図り
ます。
日中活動を支援するため、一人ひとりの状況や意欲・能力等に応じた、入浴や食事等の介護、創作的活動等を行う生活介護、日中一時支援等の多様な活動の場の提供に努めます。
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表　（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標２ 自立生活を支援する福祉サ－ビスの推進　～福祉サ－ビスの充実～（全課回答２－２－１３）

筑紫野市

具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

窓口に「耳マ－ク」を設置　筆談ボ－ドの設置 1 1 100% 窓口に「耳マ－ク」を設置　筆談ボ－ドの設置 国保年金課 ○

カミ－リヤ窓口に「耳マ－ク表示板」設置している。 1 1 100%
引き続き「耳マ－ク表示板」及び筆談ボ－ドの設置を継続
する。

健康推進課 ○

窓口に「耳マ－ク表示板」を設置 1 1 100% 継続して行う 子育て支援課 ○

窓口に「耳マ－ク表示板」を設置 1 1 100% 継続して行う 保育児童課 ○

窓口に「耳マ－ク表示板」を設置 1 1 100%
引き続き「耳マ－ク表示板」及び筆談ボ－ドの設置を継続
する。

生活福祉課 ○

相談窓口への「耳マ－ク表示板」の設置 1 1 100% 今後も継続していく。 保護課 ○

聴覚障がいのある方とのコミュニケ－ション対応できるよう窓口に
筆談ノ－ト・耳マ－クを設置。

1 1 100% 今後も継続していく。 高齢者支援課 ○

カウンタ－に「耳マ－ク表示板」を設置 1 1 100% 今後も継続していく。 都市計画課 ○

カウンタ－に設置 1 1 100% 今後も継続していく。 建築課 ○

フロアとして「耳マ－ク表示板」設置 1 1 100% 窓口に「耳マ－ク表示板」設置済み 土木課 ○

カウンターに「耳マ－ク表示板」を設置 1 1 100% 今後も継続していく。 区画整理課 ○

窓口にて、耳マ－ク表示板を設置し、対応可能であることを積極的
に紹介している。

1 1 100%
耳マ－クのほか、耳の不自由な方のため、粗大ごみの収集
依頼をFAXでも行えるようにしている。今後も継続する。

環境課 ○

窓口に「耳マ－ク表示板」を設置 1 1 100% 今後も継続していく。 農政課 ○

窓口に「耳マーク表示板」を設置 1 1 100% 今後も継続していく。 商工観光課 ○

⑬公共施設での「耳マ－ク
表示板」設置の推進
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表　（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標２ 自立生活を支援する福祉サ－ビスの推進　～福祉サ－ビスの充実～（全課回答２－２－１３）

筑紫野市

具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

窓口に「耳マ－ク表示板」の設置 1 1 100%
実際に対応したことないので、実践できるようにしてお
く。

上下水道工務課 ○

窓口に「耳マ－ク表示板」の設置 1 1 100% 今後も継続していく。 会計課 ○

窓口に「耳マ－ク表示板」の設置 1 1 100% 今後も継続していく。 教育政策課 ○

全校において、筆談できるように紙と鉛筆を常設している。 16校 16校 100% 今後とも体制を維持していく。 学校教育課 ○

窓口に「耳マ－ク表示板」の設置 1 1 100% 今後も継続していく。 学校給食課 ○

生涯学習センタ－の受付において、筆談や「耳マ－ク表示板」の設
置を行っている。
オストメイト用サニタリーボックスを設置している。

1 1 100% 今後も継続していく。 生涯学習課 ○

カウンタ－に設置済み 1 1 100%
館内総合窓口である、レファレンスカウンターに設置済
み。今後も継続していく。

文化・スポ－ツ振
興課

○

窓口に「耳マ－ク表示版」設置し、筆談ボ－ドで対応することを周
知している。

1 1 100% 今後も継続していく。 文化財課 ○

⑬公共施設での「耳マ－ク
表示板」設置の推進
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表　（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標６ 個々の状況に応じた就労支援を行う～雇用・就労の促進～（全課回答６－２－６）

基本施策2

施策の方向性

施策・事業 具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

切手・葉書・レターパックの購入
（社会福祉法人さるびあ会（ヤマザキショップ筑紫野市役所店さる
びあ作業所））

－ － － 今後も継続して実施する。 総務課 ○

・市有地の適切な維持管理（草刈）
（天心園）
・市庁舎売店運営事業
（さるびあ会）

－ － －

・市有地の草刈業務については、障がい者施設に委託する
よう努めている。
・市庁舎売店運営事業の選定にあたっては、「障がい者雇
用」も評価項目に加えている。

管財課 ○

各職場において、障がい者施設からの物販チラシの回覧を行う。
職場数

５
実施数

５
100%

今後も継続して対応するとともに、関係施設との更なる情
報共有を図る。

人権政策・男女共
同参画課

○

障がい者就労施設等の行政財産使用件数（コミセンへの自動販売機
設置等）

７か所 ６か所 86%
行政財産使用を含め、適宜、内容や事業の効果を精査し必
要に応じ調整を行う。

コミュニティ推進
課

○

障害者優先調達推進法に基づく物品等の調達の推進および産業振興
策にもなることから、市戦没者追悼式の供物を市内障害福祉サービ
ス事業所から購入した。

－ － －

障がい者就労施設等への業務委託や物品調達ができる事務
があれば、積極的に活用していく。また、物品調達法につ
いてや、各障がい者施設がどのような業務や物品を調達で
きるのかを全課に周知し、利用を推進していく必要があ
る。

生活福祉課 ○

切手・葉書・レターパックの購入
（社会福祉法人さるびあ会（ヤマザキショップ筑紫野市役所店さる
びあ作業所））

－ － － 今後も継続して実施する。 保護課 ○

軽易な役務（定型的な印刷物の発注等）の依頼
（コロニ－印刷）

1回 ２回 200%
業務委託については、高齢者支援課では障がい者等就業施
設に委託できる一般的な内容の業務が多くはないが、今後
も機会の提供に努めたい。

高齢者支援課 ○

公園清掃のゴミ回収等の業務を委託（天心園） － － － 今後も継続して実施する。 維持管理課 ○

狂犬病予防注射資材の封入業務を委託（さるびあ会） － － － 今後も継続して委託する。 環境課 ○

筑紫野市

⑥ 障がい者就労施設等へ
の業務委託や物品の調達の
推進（新規）

多様な雇用・就労の促進

障がいのある人が就労できるよう、商工会や、ハロ－ワ－クと連携し、障がいのある人の労働環境の改善、職場・職種開発等働く場の拡大や環境の改善を働きかけ、安定した雇用ができる
よう努めるとともに、障がいの特性に応じた訓練の場の提供、さまざまな勤務形態の普及を事業所等に働きかけます。また、働く意欲や能力がある障がいのある人の就労の機会を拡大する
ため、引き続き市職員の採用については、障がい者雇用率を遵守するとともに、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が平成25年４月から施行された
ことから、市の業務委託や物品の調達について方針を策定し、障がい者施設からの調達を推進します。
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第３期筑紫野市障がい者福祉長期行動計画進捗状況表　（令和５年度）

＜基本理念＞ 地域と支え合う 共生社会のまちづくり ちくしの

基本目標６ 個々の状況に応じた就労支援を行う～雇用・就労の促進～（全課回答６－２－６）

筑紫野市

具体的な事務事業の内容及び成果 目標値 実績 達成度 課題・方向性 担当課／実施主体 評価

・郵便はがきを購入
（社会福祉法あさるびあ会（ヤマザキショップ筑紫野市役所店））
・福岡県民手帳の販売委託によるさるびあ会の販売手数料収入の増
加
（社会福祉法あさるびあ会（ヤマザキショップ筑紫野市役所店））

－ － － 今後も必要に応じて実施する。 商工観光課 ○

収入印紙等の購入
（社会福祉法あさるびあ会（ヤマザキショップ筑紫野市役所店））

－ － － 今後も必要に応じて実施する。
上下水道料金総務
課

○

社会福祉法人はーと＆はーとから、学校給食用物資（豆乳）を複数
回購入。

－ － －
地場産の材料を使用していること、供給価格が適正である
ことなど学校給食として適していることを確認し、今後も
継続する。

学校給食課 ○

・図書館周辺の植木の剪定などを委託（天心園）令和5年度実施
・人形劇まつりボランティアスタッフへの昼食（パン）を調達（天
心園）令和5年度実施
・スポレクフェスタの出店ブ－スにて、パンの販売（天心園）実施

－ － －

【文化振興・図書館担当】
今後の植木の選定及び人形劇まつりでのボランティアス
タッフの昼食（パン）の調達について、継続して依頼を行
う予定。

【スポーツ振興担当】
スポレクフェスタにおいてパンの販売を依頼した。
各種イベントで機会があれば今後も継続して依頼する。

文化・スポ－ツ振
興課

○

博物館周辺の植木の剪定などを委託（天心園） 1 1 100%
今後も継続して委託する。
専門知識・技術を要する業務については、難しい

文化財課 ○

⑥ 障がい者就労施設等へ
の業務委託や物品の調達の
推進（新規）
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